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令 和 ４ 年 ９ 月 定 例 会 

 

令和４年９月８日（木曜日） 

 

 

◎ 出欠席議員氏名 

 

     漆  山  光  春  議長       細  矢  誓  子  副議長 

 

出 席 議 員（１２名） 

 １番 岡 田 桂 司 議員  ２番 齋 藤   隆 議員  ３番 槙   正 義 議員 

 ４番 佐 藤 修 二 議員  ５番 吉 田 芳 美 議員  ６番 東海林 信 弘 議員 

 ８番 松 田 收 作 議員  ９番 丹 野 貞 子 議員 １０番 木 村 章 一 議員 

１１番 石 垣 光 洋 議員 １２番 細 矢 誓 子 議員 １３番 漆 山 光 春 議員 

 

欠 席 議 員（１名） 

 ７番 阿 部 恭 平 議員   

 

◎ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 真 木 邦 弘 事 務 局 長 齋 藤   淳 議 事 係 長 

 嶋 田   愛 主 査   

 

◎ 説明のため議場に出席した者の職氏名 

 森 谷 俊 雄 町 長  河 内 耕 治 副 町 長 

 板 坂 憲 助 教 育 長  真 木  雄 監 査 委 員 

 後 藤   浩 
防災・危機管理監兼 
総 務 課 長  真 木 秀 章 総 務 課 主 幹 

 牧 野 隆 博 
政 策 推 進 監 兼 
企 画 財 政 課 長  佐 藤 晃 一 まちづくり推進課長 

 鈴 木 淳 子 まちづくり推進課主幹  今 部 憲 治 税 務 町 民 課 長 

 矢 作   勲 健 康 福 祉 課 長  宇 野   勝 
農林振興課長併 
農業委員会事務局長 

 松 田 浩 一 
商 工 観 光 課 
かほく発信・ブランド推進室長兼 
地域産業振興係長 

 須 藤 俊 一 都 市 整 備 課 長 

 岸   康 彦 上 下 水 道 課 長  田 川 美和子 
会 計 管 理 者 兼 
会 計 課 長 

 秋 場 弘 昭 学 校 教 育 課 長  日下部 敦 子 生 涯 学 習 課 長 
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◎ 議 事 日 程 

 

令和４年９月８日（木） 午前９時開議 

 

 議事日程第２号 

   日程第１   一般質問 

                                         散  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第２号のとおり 

 

◎ 開   議 

                  午前９時 

○漆山光春議長 おはようございます。 

   本日の欠席通告議員は、７番阿部恭平議員

であります。ただいまの出席議員数は12名で

あります。定足数に達しておりますので、直

ちに本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

○漆山光春議長 日程第１、一般質問を行います。 

   本定例会における一般質問の通告者は12名

であります。質問の順序については、お手元

に配付のとおりであります。 

   １番目は５番吉田芳美議員、２番目は12番 

細矢誓子議員、３番目は３番槙正義議員、４ 

番目は10番木村章一議員、５番目は９番丹野

貞子議員、６番目は１番岡田桂司議員、７番

目は６番東海林信弘議員、８番目は７番阿部

恭平議員、９番目は８番松田收作議員、10番

目は４番佐藤修二議員、11番目は11番石垣光

洋議員、12番目は２番齋藤隆議員、以上のと

おり決定しております。 

   本日は、10番木村章一議員までとします。 

   順序に従い、一般質問を進めてまいります。 

   一般質問の時間は、答弁を含めて60分であ

ります。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で

打ち切ります。 

 

                  質 問 通 告 書 

                令和４年９月河北町議会定例会 

質問者氏名 質 問 事 項 質  問  要  旨 

 ５番 吉田芳美議員 

 

１  入院して感じた「県

立河北病院」のことに

ついて 

⑴ 河北町からの要望に対して足踏みが続く県の対

応、及び常勤医師の確保と診療充実をはかる事に

ついて 

⑵ 西村山１市４町の医療体制協議の設置要望が寒

河江市より県に提出された。町民は県立河北病院

の存続が前提であり、寒河江市立病院と県立河北

病院の統合ありきではないことへの、町長の認識

について 

⑶ 令和４年度より町民の健康診断がサハトべに花
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等の会場から、寒河江市に建設された総合検診セ

ンターに変更された。県立河北病院のある町とし

て、隣接する総合検診センター誘致活動の可否に

ついて 

⑷ 緩和ケア病棟の病床利用率が低迷していること

について 

⑸ 町内医師会の了承が大前提にあるが、新型コロ

ナ感染症対策のワクチン接種を、県立河北病院に

業務委託することへの課題などについて 

⑹ 県立河北病院を支援する会や町として今後の対

応について 

２ 空き家の解体に向

けた助成制度につい

て 

⑴ 県内の約20自治体程が独自に助成金を給付し、

空き家解体に向けた取り組みを強化していること

への、町の認識について 

⑵ 河北町に於ける解体助成制度は考えていないの

か伺う。 

３  谷地どんが祭り

「奴」への助成金につ

いて 

⑴ 当番地域の負担軽減のため、令和５年度より

「奴」に囃子屋台と同様の助成金給付を検討する

ことについて 

⑵ 祭りは伝統文化を継承し賑わい創出を図る町の

観光資源である。地域の祭りとして行政は静観す

るだけでなく、地域の課題を把握し、町が仕掛け

づくりに主体性を持って取り組むことについて 

１２番 細矢誓子議員 １ ８月４日に起きた

豪雨災害への対応の

検証について 

⑴ ２年前に起きた災害で指摘された様々な問題点

が、今回はしっかり生かされたかについて 

⑵ 今回の災害で見えてきた問題点の洗い出しはさ

れたのか。また、それらの課題に対しての対策に

ついて 

⑶ 中学生の災害ボランティア育成の取り組みにつ

いて 

⑷ 避難者自身の防災に対する意識の醸成について 

⑸ 農機具等の安全な場所への避難確保の必要性に

ついて 

⑹ 今回の水害時で段ボールベッドやパーテーショ

ンの設置は実施されたのかについて 

⑺ 本町におけるマイ・タイムライン作成の進捗状

況について 
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 ３番 槙 正義議員 １ 物価高騰が続くな

か学校給食の現況と

今後の対応、給食費未

納問題について  

⑴ 物価高騰は学校給食の食材費の値上げにつなが

り、給食費値上げ等を心配する声も聞こえるが、

本町の学校給食の現況と今後の対応について伺

う。 

⑵ 学校給食に使用する町内産食材の現状と課題に

ついて伺う。 

⑶ 町の監査委員は、令和３年度定例監査指摘事項

として、給食費未納者への個別対応の強化、収納

の在り方について指摘しているが、町の受け止め

と対策について伺う。 

２ 避難行動要支援者

の個別計画作成状況

と個別計画は災害時

に機能しているかの

検証、地域での実践的

災害訓練について 

⑴ 災害時に自力で避難することが困難な避難行動

要支援者に対し、個別計画を作成することが自治

体の努力義務とされているが、本町の作成状況と

課題、今後の取り組みについて伺う。 

⑵ 本町の避難行動要支援者のなかで、個別計画作

成に同意している要支援者は何名か。そのうち個

別計画作成済みは何名か。また、個別計画は災害

時に機能しているか、その検証等について伺う。 

⑶ 町の総合防災訓練のほか、各地域(町内会)に於

いて要支援者も参加する実践的な防災訓練が重要

と考えるが、防災訓練の現状と町の考えについて

伺う。 

１０番 木村章一議員 １ 子育て応援として

小・中学生の給食費は

現行の半額から無料

にし、谷地高生には割

安の昼食弁当を届け

るために、町が支援を

してはどうか。 

⑴ 河北町の子育て応援の取り組みとして、小・中

学生の給食費を現行の半額から、無料にしてはど

うか。 

⑵ 谷地高の魅力アップ戦略のひとつとして、町が

弁当代の一部を支援して、谷地高生に割安の昼食

弁当を届けられるように支援してはどうか。 

２ ８月４日の最上川

の増水で、槙川に排水

機場設置の緊急性が

再確認されたが、検討

はどのように進んで

いるか。当面の対策と

して管理道路への大

型土のう設置などは

⑴ 槙川に排水機場設置の取り組みはどのような状

況で、今後どんな取り組みが必要と考えているか。 

⑵ 槙川の管理道路をかさ上げするか大型土のうを

積むような、当面の対策はいつ、どのように取り

組まれるのか。 

⑶ 当面は、田井集落に洪水が流入した場合に備え

て、集落の低い所に相当な能力の排水ポンプと発

電機を配置すべきではないか。 
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どうなっているか。 

３ 押切地区の排水機

場は、排水がたまる池

から本流に排水する

ため、排水機場の能力

に見合う能力の排水

ポンプと発電機が必

要ではないか。 

⑴ ８月４日の増水では、準備した排水ポンプの能

力が足りずに、消防ポンプ６台が一緒に排水して

いたが、排水ポンプと発電機を、排水機場の能力

に見合う能力にすべきではないか。 

⑵ 本来の構造として、排水が溜まる池を、吐出水

槽として機能するようにすべきではないか。 

４ 荒小屋排水機場の

課題解消の取り組み

状況はどうか。漏水が

心配される白水川の

堤防の改良作業の進

捗状況はどうか。 

⑴ 排水機場の低すぎる吐出水槽の改良工事や、配

電盤を水没させないための工事は、どの部署が、

いつごろまでに取り組むのか。 

⑵ 今回も漏水があった白水川の堤防は、調査作業

などが着手されているが、この先どんな予定で漏

水を止める工事が実施されるのか。 

 ９番 丹野貞子議員 １ 県立河北病院の存

続について 

⑴ 県が「西村山地域医療提供体制検討会」を設置

し令和４年８月２４日に初会合を開いたが、その

内容について伺う。 

⑵ 森谷町長は、令和４年８月２４日に県が示した、

西村山地域医療提供体制検討会での「案③現在の

医療体制を維持し、各自治体が病院を運営」の方

向性で検討したいとしているが、「県立河北病院の

存続」についてどう考えているか。 

⑶ 河北病院のあゆみは昭和２２年に日本医療団谷

地病院として発足し昭和２４年解散に伴い県に移

管となり、本県最初の県立病院である。地域住民

との信頼を深めながら地域医療に貢献してきた病

院に、地元河北町民はじめ近隣市町は安心感を持

ち暮らしていると思うが、このことについてどう

考えているか。 

⑷ 県立河北病院存続の議論の中で地元自治体とし

て、あるいは、県立河北病院を支援する会として、

町からの財政負担を考えるべきではないか。 

２ 本町のさくらんぼ

生産を持続するため

の方策について 

⑴ 近年の本町のさくらんぼの生産量の推移はどう

か。 

⑵ 近年のさくらんぼ栽培面積と栽培農家の数字は

どうか。 

⑶ 本町のさくらんぼ生産を維持するための具体的
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方策について 

⑷ さくらんぼは苗木から収穫まで長い期間がかか

る。成木を伐採する前に後を継いで栽培してくれ

る人を探す方策を積極的に町で行うべきと考える

がどうか。 

１番 岡田桂司議員 １ 「田んぼダム」の活

用で、内水被害の軽減

を図る協議の進展に

ついて 

⑴ ３月定例会一般質問の答弁では、令和４年度か

ら協議を始めたいとのことでした。土地改良区、

農業関係者等との協議はどのように進められてい

るか。 

⑵ 県の「田んぼダム推進情報連絡会」に町も加わ

ることが必要ではないか。 

⑶ 最近の異常気象を見ると、内水被害の軽減のた

め田んぼダムの早期実施が必要であると思われ

る。まず、一つの河川を選択し、流域農家や関係

団体と早急に協議すべきであると考えるが、どの

ように考えているのか。 

２ 図書館の整備、充実

について 

⑴ 資料室の開架できる資料を閲覧室へ移動して、

資料室の空間を広げてはどうか。郷土史の調査研

究の部屋としてのスペースが広くなるのではない

か。閲覧室に、資料室の開架資料を展示し、机（テ

ーブル）の配置などでレイアウトを考慮してはど

うか。 

⑵ 調査研究室やバックヤードが狭いことなどか

ら、拡張増築し図書館の充実を図る考えはないか。 

⑶ 他の市町村では「図書館でまちづくり」とか「市

街地の活性化の担い手としての役割」として位置

付けている。町長は図書館をどのように考えてい

るか。 

６番 東海林信弘議員 １ 令和４年８月３日、

４日の最上川増水に

よる柏川内水氾濫に

ついて 

⑴ 柏川内水氾濫に対する調査、研究、被害軽減、

流出抑制などの取組み状況と対策など伺う。 

⑵ 柏川内水氾濫に対して、排水ポンプの配備など

なぜおこなわれなかったのか、今後の対応を含め

伺う。 

２ 任期満了にともな

う河北町長選挙に際

し、森谷町長の出馬の

考えを伺う。 

⑴ 河北町長選挙が実施されるが、森谷町長の出馬

の考えを伺う。 
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 ７番 阿部恭平議員 １ 地域経済循環の促

進について 

⑴ 地域経済循環の現状と認識について 

⑵ 地域経済循環の促進のための今後の取り組みに

ついて 

⑶ 民官問わず、地域経済循環への意識醸成を図る

必要性について 

⑷ 本町のあらゆるところで使える地域通貨の導入

について 

２ 県立河北病院と西

村山地域医療提供体

制検討会への町の方

針について 

⑴ 第１回検討会を受けての町としての今後の方針

と対応について 

⑵ 河北町を中心とした、他自治体や医師会との話

し合いが必要と思うがどうか。 

⑶ 要望だけではなく、具体的な提案も必要と思う

がどうか。 

 ８番 松田收作議員 １ 河北町長選挙の出

馬について 

⑴ 出馬時の抱負を伺う。 

⑵ 河北町第８次総合計画への整合性について伺

う。 

⑶ 県立河北病院、県立谷地高等学校の今後を伺う。 

⑷ 少子化に伴う学校統合の今後を伺う。 

 ４番 佐藤修二議員 １ 原油価格・物価高騰

対策「かほくほくほく

応援券事業」について 

⑴ 事業の目的について 

⑵ 取扱店、対象事業所について 

⑶ 事業全体の経費について 

２ スピード感のある

行政運営について 

⑴ スピード感のある行政運営について 

３ 傾斜配分の導入に

ついて 

⑴ 谷地どんが祭り補助への導入について 

⑵ 介護保険事業特別給付費への導入について 

１１番 石垣光洋議員 １ 荒廃農地の発生防

止・解消について 

⑴ 荒廃農地になる前の対策について 

⑵ 耕作放棄地対策と後継者育成支援について 

２ 物価高から町民生

活を守る施策を進め

ることについて 

⑴ 学校給食への支援や福祉施設への食材費支援に

ついて 

⑵ 上下水道料金の減免について 

 ２番 齋藤 隆議員 １ 危険空き家の解体

促進のために補助金

を創設することにつ

いて 

⑴ 今年３月に策定した河北町空き家等対策計画の

進捗状況はどうか。 

⑵ 県内でも危険空き家の解体に補助金制度を創設

し、成果を上げている自治体が増えている。近隣

自治体の状況はどうか。 

⑶ 増え続ける危険空き家の解体促進のために、仮

称「河北町空き家解体事業補助金」を創設すべき
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と考えるがどうか。 

 

○漆山光春議長 それでは、一般質問に入ります。 

   最初に、５番吉田芳美議員の一般質問を行

います。 

   「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） それでは、おはようご

ざいます。 

   ９月定例議会、５番、一般質問を行います。 

   質問事項の１、入院して感じた「県立河北

病院」のことについて。 

   私事ではありますが、左膝に痛みがあり、

個人病院からの紹介状で７月１日県立河北病

院の外来を受診、即ＭＲ検査において半月板

に損傷の疑いがあるとして７月７日入院、翌

８日手術で９日間入院いたしました。ちょう

ど７月８日は、安倍前総理が銃弾で倒れた日、

同じ時間帯に手術したような記憶で今後とも

残るのかなというふうに思っております。 

   整形外科の先生や看護師の皆さんには大変

お世話になり、お礼申し上げます。身近なと

ころに県立病院があることは、大変心強く、

安心して暮らせる町として、今後も地域医療

や救急医療、災害医療を担う機関として大い

に期待するものです。 

   しかしながら、経営が長期赤字として、い

ろんな計画が県立河北病院を中心に動いてい

ます。収支健全化目的で診療機能の縮小が続

く中、新たに寒河江市立病院との統合問題が

話題になり、この先河北病院はどうなるんだ

と町民の不安は増しています。そして、今が

町の正念場と捉えて、町長も議員も町民のた

めに頑張ってくれと叱咤激励する方もおりま

した。 

   町は、山形県知事宛て要望書の中で、県立

河北病院を中心とする地域医療体制の確立に

ついて、村山地域の二次医療機関として基幹

的役割を担える病院として、常勤医師の確保

と診療充実を様々な局面で声を上げてきまし

たが、河北町からの要望に対して厳しい状況

が続いております。 

   平成20年度の河北病院常勤医師は34名でし

た。それが平成30年には26名、令和元年は23

名、令和２年から20名体制。平成20年との比

較で14人の医師が削減されました。町が要望

する循環器内科や呼吸器内科医師の確保には

進展は見られません。 

   経営効率化のため、外来診療科の削減や入

院診療体制の見直しでベッド数は130床に縮

小され、５階病棟は完全に閉鎖状態となって

います。 

   職員数も122名まで削減されました。 

   このような厳しい職場環境の中にあっても、

医師、看護師、職員は、県立河北病院がよく

なるために懸命に努力していただいておりま

す。河北町民の一人として感謝しかありませ

ん。 

   次に、寒河江市立病院と県立河北病院統合

問題での西村山医療体制検討会の新聞報道で

す。 

   西村山１市４町の医療体制後退は許されず、

なおかつ、県立河北病院存続は前提と考えま

す。県が設置した８月24日初会合を踏まえ、

町長の考えを伺います。 

   次に、町の健康診断会場が、サハトべに花

などから寒河江市に建設された総合健診セン

ターに変更されました。既に総合健診センタ

ーは寒河江市にある最上川ふるさと公園周辺

に建設されましたが、なぜあの地に決定した

のか。県立河北病院がある町として、町への
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誘致活動があったのか、なされたのか、可否

について伺います。 

   ８月22日山形新聞の報道で、東根市長選の

選挙公約に、山形市成沢にある検診センター

を神町小学校跡地に必ず誘致する。県医師会

と北村山２市１町の首長の理解を既に得てい

る。また、北村山公立病院の建て替えに向け

た財源手当てに政治生命をかけて取り組むと

表明されました。森谷町長はこのことをどの

ように受け止めたでしょうか。 

   平成27年４月に緩和ケア病棟20床全て個室

が河北病院のほうに開設されました。県下３

番目の施設として期待されましたが、病床利

用率が40％台が続いていることについて伺い

ます。 

   次に、コロナ収束が見えません。会場のサ

ハトべに花の文化施設としての機能が失われ

ています。様々な課題があると思いますが、

ワクチン接種を県立河北病院へ業務委託する

ことなどへの可否について伺います。 

   ６点質問いたします。 

   １点目、河北町からの要望に対して足踏み

が続く県の対応及び常勤医師の確保と診療充

実を図ることについて。 

   ２点目、西村山１市４町の医療体制協議の

設置要望が寒河江市より県に提出された。町

民は県立河北病院の存続が前提であり、寒河

江市立病院と県立河北病院の統合ありきでは

ないことへの町長の認識について伺います。 

   ３点目、令和４年度より町民の健康診断が、

サハトべに花などの会場から寒河江市に建設

された健診センターに変更された。県立病院

のある河北町として、健診センターの誘致活

動の可否について伺います。 

   ４点目、緩和ケア病棟の病床利用率が低迷

していることについて伺います。 

   ５点目、町の医師会の了承が大前提にある

が、新型コロナ感染症対策のワクチン接種を、

町から県立河北病院に業務委託することへの

課題などについてお伺いいたします。 

   ６点目、県立河北病院を支援する会や町と

しての今後の対応について伺います。 

   続いて、質問事項の２に入らせていただき

ます。 

   空き家の解体に向けた助成制度について伺

います。 

   総務省の平成30年度の住宅土地統計調査に

よると、全国の空き家は848万戸、山形県は５

万4,200戸。今後も少子高齢化により空き家数

は増加の一途をたどると予測されます。 

   河北町は、令和３年度で313戸の空き家が確

認されています。町は、空き家バンクへの登

録制度や空き家適正管理条例の下で所有者に

管理義務を強いていますが、解体数は低迷し

ているのではないでしょうか。 

   ２点質問します。 

   １点目は、県内の18自治体が独自に助成金

を給付し、空き家解体に向けた取組を強化し

ていることへの認識について伺います。 

   ２点目は、河北町における解体助成制度は

考えているのかお伺いします。 

   質問事項の３、谷地どんが祭り「谷地奴」

への助成金についてお伺いいたします。 

   奴を担う若い衆は、本番に向けての練習を

高関熊野神社周辺で始めています。奴の振り

手は９人、挟み箱、台傘、立ち傘、大鳥毛、

黒赤熊、白赤熊、ほかに取締、師匠、世話係、

交通係、コロナ感染消毒者などを含め、総勢

23名の奴行列になります。谷地奴は、野性味

ある荒々しさと優雅さを併せ持つ伝統文化で

す。町内外の皆様に五穀豊穣を願う谷地どん

が祭りを楽しんでいただきたいと思っており

ます。 

   ２点質問します。 

   １点目は、当番地域の負担軽減のため、令

和５年度より谷地奴に助成金の検討をするこ
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と。 

   ２点目は、祭りは伝統文化を継承し、にぎ

わい創出を図る町の観光資源でもある。地域

の祭りだとして行政は静観するだけではなく、

町が仕掛けづくりに主体性を持って取り組む

ことについてお伺いしたいと思います。 

   以上、再質問を留保し、一般質問を終わり

ます。 

○漆山光春議長 ５番吉田芳美議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   ５番吉田芳美議員の一般質問にお答えいた

します。 

   最初に、県立河北病院についてお答えいた

します。 

   １点目、河北町からの要望に対して足踏み

が続く県の対応及び常勤医師の確保と診療充

実を図ることについて申し上げます。 

   県立河北病院の経営健全化計画につきまし

ては、県立病院事業局が令和元年７月に、外

来診療科の削減や深夜帯の救急外来の縮小を

検討することを盛り込んだ内容で策定されて

おります。県の経営健全化計画を受け、地域

の医療の確保と県立河北病院の経営健全化計

画に関わる要望書を県と河北病院に対して提

出しております。 

   その後、山形大学から医師派遣中止の方針

が示されるなど、町民、地域に不安が広がり

ましたが、河北病院を支援する会など、地域

が一体となって地域医療の維持を各方面に要

請した結果、皮膚科の休診など一部縮小はあ

ったものの、小児科と眼科の存続を確保する

ことができました。 

   また、令和２年度の県立河北病院の診療体

制につきましては、外来体制、救急医療体制

は維持されるとともに、緩和ケアについても

その機能が維持されております。今年度から

は、総合診療内科として新たに常勤医師が配

置されたことにより、診療体制の充実が図ら

れております。一方、急性期病棟につきまし

ては、一部を地域包括ケア病棟へ移行すると

ともに、療養環境の改善が図られております。 

   今般、県主導の下、西村山１市４町の新た

な医療環境の在り方を話し合うために、第１

回西村山地域医療提供体制検討会が開催され

ました。これを受け、９月１日に地域医療と

県立河北病院を考える会を開催いたしました。 

   県立河北病院については、西村山地域の基

幹病院としてその機能を果たしていけるよう、

各方面のご意見をお聞きしながら、町民が安

心して暮らせる医療体制の確保に向けた要望

等を行ってまいります。 

   ２点目、西村山１市４町の医療体制協議の

設置要望が寒河江市より県に提出された。町

民は県立河北病院の存続が前提であり、寒河

江市立病院と県立河北病院の統合ありきでは

ないことへの町長の認識について申し上げま

す。 

   新型コロナウイルス感染症の影響により中

断されていた西村山地域医療体制協議の場が

今年度再開され、去る８月24日、第１回西村

山地域医療提供体制検討会がスタートいたし

ました。県の平山副知事をはじめ、各市町の

首長、山形大学医学部長、地域医療構想アド

バイザーの山形大学村上教授らが検討会の構

成メンバーとなり、年度内に10月と２月の計

３回が予定されております。 

   ８月24日の第１回検討委員会では、西村山

地域における医療提供体制の現状と課題につ

いてとして、１つとして、地域の人口の推移・

推計、２つ目として、西村山地域の受診行動、

③として、西村山地域の公立病院の概況など

が説明、示され、課題として、１つとして、

各病院の施設の老朽化と厳しい経営状況、医

師、看護師などの医療従事者の確保等が困難
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であること、２つ目として、将来の人口減少

や医療需要の変化を見据え、西村山地域の新

たな医療提供体制を構築する必要性があるこ

とが挙げられました。 

   説明のあった受診行動に関しまして、あく

までも結果としての受診行動の数字であり、

町内の患者が、休日や夜間等を含めて、実際

の患者の意向に沿えないことにより山形市内

の医療機関を受診したケースが相当数あった

ということも聞いております。そうした潜在

的な数値があれば示してほしいこと。救急、

夜間、休日等の緊急時には、身近な医療機関

で診てもらいたいという要望が多いことも指

摘し、実情、実態を整理すべきであると発言

したところであります。 

   また、（２）の２つ目の西村山地域における

新たな医療提供体制にでは、たたき台として

３つの案が示されました。 

   案の１は、県立河北病院と寒河江市立病院

を新法人として統合し、新病院を経営するも

の。 

   案の２は、寒河江市立病院を中心に入院機

能を集約して、新法人として新病院を設立す

るもので、この案では、県立河北病院は無床

診療化されるというものになっています。 

   案の３は、現在の医療体制を維持し、各自

治体がそれぞれの病院を運営するもので、寒

河江市立病院と県立河北病院は、二次医療と

してそれぞれに機能分担を持たせるというも

のが提示されました。 

   それぞれ３案のメリット、課題・デメリッ

トなども併せて示されております。 

   私は、県立河北病院の存続を前提にこの議

論に臨むことを表明した上で、案の３につき

まして、寒河江市立病院と県立河北病院との

新しい機能分担の具体的な提示がないと議論

はできないこと、このたたき台の３案につい

てのメリット、課題・デメリットは、あくま

でも医療提供側からの視点からのものが中心

であり、利用者、患者側からの視点が欠落し

ていることを指摘し、両方の視点からの考察

がないと議論はできないと述べさせていただ

きました。 

   この８月24日開催の第１回検討会で議論さ

れた内容とこちらから申し上げた視点、意見

等について、９月１日に開催された地域医療

と河北病院を考える会を開催し、委員の皆様

にもお伝えし意見等を頂戴したところであり

ます。そこで頂きました意見は、次回の検討

会等にも意見として反映させていきたいと考

えております。 

   町といたしましても、県立河北病院の存続

を前提に議論に臨むスタンスは、これまでも

そうでしたし、これからも変わらないものと

考えております。町民が受けられる最良の医

療サービスは何かということを最優先にした

議論ということで臨んでまいりたいと思って

おります。 

   ３点目、令和４年度より、町民の健康診断

がサハトべに花等の会場から総合健診センタ

ーに変更された。県立河北病院のある町とし

て、隣接する総合健診センター誘致活動の可

否について申し上げます。 

   令和４年度から、本町の健康診断のうち、

昨年度まで各地区センターで実施していた総

合健診を人間ドックに取り込み、寒河江市の

総合健診センターで実施しているところであ

ります。場所は遠くにはなりましたが、健診

機能がより充実した設備であること、バスに

よる送迎等を行いながら高齢者の方にも負担

がかからないよう配慮していること、１人当

たりの健診に要する時間も従来から大幅に短

縮されたことなどから、多くの方々には好評

を得ているところであります。 

   現在の一般社団法人寒河江市西村山郡医師

会総合健診センターは、もともと寒河江市六
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供町にあった一般財団法人山形県成人病検査

センターの建物の老朽化が著しいこと、面積

的にも手狭で機能面でも不十分であったこと

などから、平成29年に寒河江市大字寒河江字

久保地内に新健診センターとして新たに整備

されたものであります。 

   寒河江市西村山郡医師会が自前で整備を行

ったものであり、構成市町等による自治体財

政負担等は全くございません。整備主体の寒

河江市西村山郡医師会としては、新健診セン

ターの目指す機能を十分に持つことができる

面積があり、計画期間内に用地が確保できる

場所が現在の場所のみであったことから決定

したとお聞きしております。 

   また、東根市長の公約内容である検診セン

ターの誘致に係る小学校跡地の利活用に関し

ましては、整備主体も分かりかねることから、

この場で言及すべきものではないと考えてお

ります。 

   ４点目、緩和ケア病棟の病床利用率が低迷

していることについて申し上げます。 

   緩和ケア病棟の利用状況につきましては、

令和元年度の病床利用率が33.8％、令和２年

度は41.6％、令和３年度は14.5ポイント上昇

し、現在、令和３年度で56.1％となっており

ます。着実に利用率は向上しており、今後に

期待しているところであります。 

   村山保健所管内での在宅医療と介護の連携

もさらに充実し、県立河北病院を退院見込み

の方につきましては、退院後のケアについて

は地域医療支援部が中心となり、在宅生活を

支える地域の関係者と連携を取り、在宅支援

サービスを行っております。また、地域包括

支援センターや担当ケアマネジャーは、地域

医療支援部をはじめ、地域包括ケア病棟やリ

ハビリ関係スタッフと連携を取りながら、在

宅復帰に向けての対応を行っているところで

あります。 

   今後も利用者が安心できる医療を提供いた

だけるよう、医療と地域の連携を推進してま

いります。 

   ５点目、町内の医師会の了承が大前提にあ

るが、新型コロナウイルス感染症対策のワク

チン接種を県立河北病院に業務委託すること

への課題などについて申し上げます。 

   河北町における新型コロナワクチンの接種

につきましては、河北町医師会の皆様より多

大なるご理解とご協力をいただき、心より感

謝申し上げる次第であります。 

   新型コロナワクチンの接種を開始するに当

たり、令和２年２月に町医師会の会合におい

て、河北町のワクチン接種体制についてご協

力のお願いをさせていただいたところであり

ます。河北病院の院長も同席いただきました。

病院長からは、町の集団接種に県立河北病院

から医師２名などの派遣等の申入れをいただ

きましたが、河北病院医師からの協力につき

ましては、集団接種会場での接種担当ではな

く、副反応等による救急搬送時の対応をお願

いしたいとの町医師会の意向により、現在の

体制で進めているところであります。 

   また、第７波による新型コロナウイルス感

染症による医療の逼迫状況が続く中、県立河

北病院の機能として、行政機関と連携した重

点医療機関としての医療の提供や入院対応、

発熱外来、山形県ＰＣＲ自主検査センターな

ど、様々な平常を超えた業務運営にあること

から、新型コロナワクチン接種の業務委託は

困難な状況だというふうに考えられます。 

   なお、集団接種におけるサハトべに花の利

用につきましては、文化事業実施の面から町

教育委員会と協議を行い、利用させていただ

いております。 

   ６点目の県立河北病院を支援する会や町と

しての今後の対応について申し上げます。 

   地域医療と県立河北病院を考える会、支援
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する会のメンバーの方々もお入りいただいて

いるところでありますけれども、県立河北病

院が村山地域の二次医療機関として基幹的な

役割を担い、地域医療の確保及び県立河北病

院の持続的な運営に資することを目的として、

令和元年11月に設立いたしました。県立河北

病院を地域で支えるという趣旨に基づき、県

立河北病院経営健全化計画などについて、地

域住民視点、患者視点に立った検討を行いな

がら、関係機関、団体等に対して具体的な対

策を図るべく設立されたものです。 

   新型コロナの感染拡大の影響で延期されて

いた考える会については、今般、９月１日に

開催いたしました。第１回西村山地域医療提

供体制検討会の内容について情報を共有し、

ご意見をいただいたところです。引き続き県

の動向を注視し、議論の動向を踏まえながら、

県立河北病院を中心とする地域医療を守るべ

く取り組んでまいります。 

   次に、空き家の解体に向けた助成制度につ

いて申し上げます。 

   １点目の県内18自治体が独自に助成金を給

付し、空き家解体に向けた取組を強化してい

ることへの町の認識についてと、２点目の河

北町における解体助成制度は考えていないの

かについて、関連がございますので一括して

申し上げます。 

   本町における空き家対策としましては、平

成25年度に緊急雇用制度を活用した実態調査

を行うとともに、空き家等の適正管理に関す

る条例を制定し、平成26年度には空き家バン

ク制度がスタート、平成30年度には所有者ア

ンケートを実施、令和３年度には条例を改正

するとともに空き家等対策計画を策定し、併

せて空き家等対策協議会を初めて開催したと

ころであります。 

   条例上、所有者などは、空き家などが管理

不全な状態にならないよう常に適正に維持管

理しなければならないとしており、町では、

かねてから所有者等に適正管理を呼びかけて

まいりました。通知を受けて一部で解体・撤

去される例があるものの、危険度の高い空き

家はそのまま放置されているのが現状であり

ます。 

   空き家を解体するための独自の制度を導入

している県内自治体数は18ありますが、補助

の内容は様々です。この点につきましては、

空き家等の適正管理は所有者の義務であると

条例に位置づけられている中にあって、多く

の方が経費と時間をやりくりして適正に管理

されているのに対し、適正管理を怠ってきた

空き家等の解体・撤去費を町が財政負担する

ことについて町民のご理解が得られるのかと

いう観点、町民の方々のご理解が得られる制

度的枠組みはどういうものなのか、慎重に検

討する必要があると考えております。 

   特に、危険な空き家への対応といたしまし

ては、空き家等対策協議会のご意見をいただ

きながら、所有者に対する助言・指導、勧告、

命令等、条例に基づく措置を通して、解体・

撤去を含めた適正を催促していくことが基本

であり、その中で、空き家の解体について町

でできる支援する仕組みにつきましても、今

後、空き家等対策を進める上での選択肢の一

つとして様々な角度から検討してまいります。 

   次に、谷地どんが祭り谷地奴への助成金に

ついてお答えいたします。 

   １点目の当番地域の負担軽減のため、令和

５年度より谷地奴に囃子屋台と同様の助成金

給付を検討することについて申し上げます。 

   現在、町より観光協会を経由し、谷地どん

がまつり実行委員会において、囃子屋台１台

につき40万円の助成を行っております。従来、

囃子屋台の巡演時に青年会が町内の各ご家庭

や企業等を訪問し、ご祝儀を頂き囃子屋台の

運営を行っておりましたが、年々青年会の人
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数の減少などにより、囃子屋台の従来までの

ような運営が危ぶまれる状況になったため、

期間を限定した助成金として平成16年度から

現在まで継続している助成を行っております。 

   谷地奴への助成金給付の要望に関しまして

は、今年度開催されました当番地区の７団体

から組織される南部地区青年会との打合せ及

び南部、中部、北部の各団体で組織される谷

内どんがまつり青年協議会において、議題に

はならなかったところであります。 

   谷地奴への助成につきましては、まずは谷

地どんがまつり青年協議会などの各組織の中

で、それぞれの状況を確認しながら十分話合

いを進めていただき、その考えを尊重しなが

ら検討を行う必要があること、谷地八幡宮例

大祭の神事の一つであることも踏まえ、慎重

に検討を行う必要があると考えております。 

   ２点目の町の観光資源である地域の祭りに

行政は静観するだけでなく、地域の課題を把

握し、町が仕掛けづくりに主体性を持って取

り組むことについて申し上げます。 

   町内では、各地域において様々な祭りが開

催されております。中でも谷地どんが祭りや

谷地ひなまつりは、町の重要な観光資源の一

つであると認識しているところであります。 

   谷地どんが祭りは、谷地どんがまつり実行

委員会が主催し、毎年９月の敬老の日を含む

土曜、日曜の３連休で開催されておりますが、

谷地どんがまつり実行委員会は、河北町の町

の観光協会をはじめ、商工会、区長会、婦人

会、八幡宮氏子会、まつり青年協議会など、

町内の様々な関係団体により構成され、事務

局は、観光協会、商工会のほかに、町の商工

観光課が担い、計画の当初の段階から企画運

営に参加しております。 

   地域の祭りは、観光資源という捉え方だけ

ではなく、地域の皆さんが自分たちの祭りと

して主体的に参加、運営することにより、地

域のコミュニティーの維持、活性化につなが

り、さらには、次世代に継承していくべき文

化として伝承されてきたものであります。こ

れは、河北の祭りのすばらしい財産であると

考えております。 

   このような観点に立ちまして、町といたし

ましては、祭りの運営に係るそれぞれの関係

団体とも連携し、地域の祭りや伝統文化につ

いて、ホームページやフェイスブック、町報

などを利用し、積極的に紹介するなど、観光

資源としての情報発信に努めているところで

すし、これからもしっかり発信してまいりた

いというふうに考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） 再質問いたします。 

   答弁ありがとうございました。 

   河北町で大事なものを２つ挙げるとするな

らば、私は県立病院と谷地高校、この２つか

なというふうに思っています。 

   そして、今回、入院というふうな機会を私

自身の体に与えていただいたと、その感触か

らちょっと申し上げますと、非常に県立河北

病院の皆さんは頑張っていらっしゃる。しか

し、内心は不安で不安でどうしようもないと

いうふうな状態が長年にわたって続いている

んじゃないかなというふうに思っています。

これは、町長が何とかしろというふうな内容

ではなくて、院長である深瀬院長のほうが職

員、医師、それぞれのスタッフの皆さんにモ

チベーションをいかに持たせていただくかと、

その一点にやはりかかってくるのかなと。し

かし、院長だけにその負荷を負わせるんじゃ

なくて、地元河北町として、もっともっとや

はり支援というふうな内容を、声が届く内容

で伝えてやるべきかなというふうなことを痛
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感いたしました。 

   時間のほうが押していますんで、患者さん、

私と同じように入院している患者さんから声

も聞いてみました。ただ、コロナ禍というふ

うな内容がありますんで、多少はしょってい

るというふうな内容もありますんで、お聞き

していただきたいと思います。 

   コロナ禍で大変なとき、医療従事者の皆様

に感謝します。県立河北病院の赤字問題で、

統合などいろいろ話しされていますが、地域

に寄り添った病院はこれからますます必要と

されます。河北病院の存続は必須です。統合

して大きな病院となって、通院に関わる問題、

医療、看護の細やかなことに対しての配慮は

不可になるでしょう。ぜひこのままよろしく

お願いします。 

   医師を信頼し、外来や化学療法室の看護師、

スタッフの皆様からサポートを賜りながら化

学療法を受け、このたび入院、手術となりま

した。病棟での看護師さんの対応は大変温か

く安心できるものでした。私の闘病はまだま

だ続きますが、前を向いて頑張れます。 

   夜中の11時頃に、胸、多分心臓だと思いま

すが、すさまじい痛みがあり、時間とともに

ひどくなったため、河北病院へ受診させても

らえないか打診しました。当直が専門外だか

らという理由で断られました。天童市民病院

は内科の当直もいると看護師の方に言われ、

電話したところ、医師と看護師１人ずつしか

いないので何もできないと断られ、一晩のた

うち回った。 

   続いて、町内の小児科も小林先生のみとな

り、河北病院の小児科は夜間や休日は診ても

らえず、中央病院まで行かなければならない。

小児医療にも力を入れてほしい。河北町民と

して不安でしかありません。 

   先生やスタッフの皆さんの対応や説明が丁

寧で分かりやすい。どの患者にも優しく声が

けしている。 

   私もこの内容は実感してまいりました。な

かなか外来関係待ち時間長くなるような方に

ついては、その都度説明もするし、今何人の

患者さんが待っていますよというふうなこと

も電光掲示板で表示されますし、すばらしい

対応かなというふうに思っております。 

   コロナ感染対策というふうな内容で、北の

ほうの出入口は完全に封鎖して、東病棟のほ

うからしか入れないというふうなところまで

徹底されていました。そして、消毒も温度計

も全て病院のスタッフが完全に目視確認を十

分自らやっているというふうな内容で、すば

らしい病院だなというふうに思っていました。 

   築40年経過していますが、非常に建屋の使

い方も上手に使われており、整理整頓、清潔

清掃されているというふうなことを一応実感

いたしました。 

   私は４階病棟に入院しましたが、以前は整

形外科だけだったんですが、外科、内科、整

形外科、泌尿器科、婦人科の混合病棟になっ

ていました。そして、私を担当してくださっ

ている方は、私のほかに３人、４人担当して

いますよと。そして、同じ病室で皆さん担当

するわけじゃなくて、あっちだこっちだ、あ

っちだこっちだというふうな内容で担当する

んで、非常にばたばたと走り回っているとい

うふうな状況も見られました。非常に病院が

困っているとかというふうなことは全く感じ

させないような行動を繰り返しているという

ふうな内容で、やはり心を打たれるような状

況もしばしばございました。 

   患者さんからもいろいろ聞いたときに、売

店時間なんかも土日は完全にお休みになりま

した。やっていないと。ですから、入院の方

は売店は使えないと。そして、日中も売店関

係は８時から３時までしか使えないと。それ

はなぜかというと、やはりコロナ関係で外来
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の患者が少なくなった。そして店の営業者は、

待っていても来ないんだから、売れないわけ

だからということで、やっぱりビジネス選択

としては縮小する、あとは閉鎖するというふ

うな内容になってきているのかなというふう

に思います。 

   この辺のところをいろいろ含めると、様々

努力をしていただいているということは重々

分かりますが、やっぱり選択的に、西村山医

療の中核の県立河北病院を、やはり我々もも

っともっとやっぱり支援する必要があるのか

なというふうなことを、今回の入院で一応痛

感した次第です。 

   私、４人部屋だったんですが、２人は寒河

江市の方でした。あまりお話もできませんが、

カーテンで完全に個室を囲われますんで、や

はり町内の方は河北病院を利用している方は

３割だと、２割は寒河江だと。あとは村山地

域とか、そういった方がご利用していただい

ているというふうな状況に変わりはないと思

います。 

   私事なんですが、うちのかみさんが腰が痛

いと言うんで、昨日、早速河北病院のほうに

一応診察に行かせました。やはり町内の人が、

天童だ、山形だというふうな内容の前に、や

はり県立河北病院のよさを知っていただいて、

そして、どういうふうな機能があるかという

ふうなことを重々わきまえた上で、自分の体

に合っている病院が、病棟があるんだったら、

そこを受診していただければなというふうに

思います。たくさんの個人病院がありますん

で、皆さん河北病院を使いましょうというふ

うな内容が行政では当然これは言えないわけ

ですんで、いろんな内容を知っていただきた

いと。そして、今、町報のほうでも、河北病

院の記事というふうな内容で特集号で毎回一

応出ていますんで、あの辺のところをもっと

もっとやっぱり充実していただいて、そして、

どこも悪くなくともやはり病院に足を運んで、

こんな機能がありますよ。こんな機械があり

ますよと、こんなすばらしいＣＴスキャンが

ありますよとかというようなことも知ってい

ただくというような機会を、行政と、また深

瀬院長のほうとコンタクトを取って、もっと

もっと町民に使っていただければなというふ

うに思っております。 

   私のほうで６つほど一応質問しましたが、

その中で健診センターのこともございました。 

   健診センター、結構やっぱり遠くなったと。

そして、私も何回かもう行っていますんで、

すごくやはり対応がいいんですよね。１時間

ぐらいで帰ってこられるような状況の内容で、

あれが県立病院のある河北町として、河北町

のあの辺にあれば、やはり西村山地域の一帯

の医療の集積地としての機能がまた果たせた

んじゃないかなというふうに思います。西郡

も非常に広いです。やっぱりみんなに均等だ

というふうに言われればそのとおりかもしれ

ませんが、あっちだこっちだ、あっちだこっ

ちだと、そういうふうなことが果たしていい

のかなというふうにも思いますし、老朽化と

いうのは、成人病センターの老朽化ってやつ

はもう前々から分かっていましたんで、やっ

ぱりアンテナを高く張って、河北町で提供で

きる土地がありますよと、そこに来ていただ

けませんかというふうな誘致活動なんかは、

私はやってもよかったんじゃないかなという

ふうに思っています。 

   あと、ワクチン注射なんですが、外来患者

がやっぱり少なくなっているというやつは、

はた目で見て分かります。そうしたときに、

21名の医師、そして122名の職員さん、少し余

裕もあるんじゃないかなというふうな気もし

ました。そして、何だかんだ言っても診療報

酬が病院に当然入るというふうな形になりま

す。難しい問題だというやつは物すごく分か
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ります。ただ、今から５歳から11歳までの子

供さんへのワクチン注射がなりますよとか、

65歳以上ですよとか、いろいろ選択があるし、

そして、いつ終わるか分からないというふう

なことを考えたときに、全てサハトでやりく

りして、そして町の職員がお手伝いをして、

サポートのほうで相当な金額をつぎ込んでや

っていらっしゃるというやつを、いつまで続

けるんですかというふうなことの見合いもあ

りますんで、ぜひ検討、やれるものはやって

いっていただいて、そして、河北病院の診療

報酬が伸びるような形も考えてもいいんじゃ

ないかなというふうに思います。 

   今、病院の経営健全化というふうな内容で

様々やっていますが、令和３年度の損益関係

はどのように行政のほうは承知しているでし

ょうか。当然、赤字だと思いますが、コロナ

関係でさらに赤字が拡大しているのか。その

辺のところ、もし分かればお聞かせください。 

○漆山光春議長 ちょっとお待ちください。 

   「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 ちょっとこの場で持ち合

わせておりませんので、後でちょっと確認さ

せていただきます。申し訳ございません。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） 県立河北病院のことに

ついては、同僚議員のほうもいろいろ質問さ

れますんで、私のほうは次の質問のほうに入

らせていただきます。 

   空き家関係に入ります。 

   空き家関係のほうで、まず冒頭にちょっと

申し上げたいのは、空き家の解体するに当た

って補助をしている団体として18自治体がご

ざいます。当然、行政のほうでもその内容に

ついては掌握していると思いますが、山形市

100万円、村山市も100万円、舟形町も100万円、

三川町も100万円、そして天童市、寒河江市、

東根市、これが80万円、鶴岡市が75万円、上

山市70万円、高畠、米沢が60万円、大江、朝

日、真室川が50万円、飯豊、川西が40万円、

中山が30万円、酒田が20万円、以上18自治体

です。これは今月、今のホームページに掲載

されている各自治体の一応公表数字です。 

   先ほど町長の答弁にありましたが、個人の

財産を町の税金を使ってやっていいんだろう

かというふうな内容の検討が必要だと、その

ようなお話をされました。しかし、そういう

ふうな検討をもうここ何年とやってきて、今

現在313件ということでほとんど変わらない

と、去年は１件の解体にしか結びついていな

いと、こういうふうなことも私はやるべきと

きに来ているというふうに思いました。 

   昨日、私の自宅のほうに、地域の方の奥さ

ん独り暮らし、旦那さんがせんだって亡くな

った方なんですが、隣の空き家の物置が私の

うちに倒れそうだと。そして役場のほうに電

話をしましたと、そして役場のほうから職員

さん２人が見に来てくれましたと。でも、見

に来ただけで、その後の返事がございません

と。ですから吉田さんに電話しましたと。忙

しいでしょうがちょっと見ていただけません

かと。そして見てきました。もう稲ぐいので

かいやつで物置が隣のうちに倒れてこないよ

うに突っかい棒しているんです。ガラス窓も

割れちゃって、それも板塀か何かでちょっと

くくっていると。あとは完全に鳥のすみかに

なっていると。そして、住居のほうは２階の

屋根が崩れちゃってハトがすみかとして使っ

ていると。そういうふうなことが何年も続い

ていると。雑草は伸び放題だと。自分のうち

をきれいにしようと思っても隣のうちの雑草

が覆いかぶさってくると。しかし行政は何も

してくれないと。そして、いろいろお聞きし

たところ、所有者に電話したけれども電話が

つながらないと。ですから、そこで情報がぷ

っつん途切れちゃっていると。 
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   私は、これは行政が何とかやっぱりすべき

課題だと思います。ぜひ、今の助成金でどれ

だけの解体に結びつくか分かりませんが、ぜ

ひやっていただきたいなというふうに思いま

す。 

   続いて、３番目の奴の助成金です。 

   今回南部地区というふうな内容で、高関の

ほうが奴を振るようになって本格的に練習を

やっています。昨日も私見てきました。今、

７時から９時ぐらいまで、町民プールの駐車

場の電気の明かりを頼りにやっています。コ

ロナ感染対策をしっかりしながら一応やって

います。昨日は20名近くの方がいました。奴

振り手さんが一応９人、あとは教える方、あ

と様々サポートする方ということで、これが

延々と10日間ぐらい一応協力してくださって、

すばらしい奴に仕上げるような格好になって

います。 

   そして、今回、地域の若い衆のほうから予

算が出たんですが、48万円ぐらいかかりそう

だと。何でそんなにかかるのと言ったら、ま

ず一番最初にわらじを買わなくちゃいけない

と、わらじ。わらじ１足幾らだと思いますか。

1,400円ですよ。寒河江市の軽部草履屋さんの

ほうで1,400円。そして用意するわらじ数が

150足。もうこれだけでも20万ぐらい超えちゃ

うんです。これを全て地元負担にしなさいと

言うんですかと。そういうふうなことでは、

やはり地元はなかなかついていけないと。そ

して、寄附もらうだろうと、あとはご祝儀も

らうだろうと。しかし、前回、３年前奴やっ

たときに、ご祝儀というのは10万7,000円ぐら

いしかございませんでした。奴は車に乗って

すたっと行けるわけじゃなくて、歩いていっ

て戻って、行って戻ってというふうな内容で

すんで、そうそう回れるわけではないと。ご

祝儀もそんなに期待はできないと。 

   そういうふうな観点から、もっとこのすば

らしい谷地奴が継続的に伝統文化として続け

られるには、地元負担だけに頼らずに、もう

少し行政としての手当てをお願いしたいなと。 

   ただ、八幡様の神事ですからというふうに

言われて行政のほうは手を離すと。しかし、

八幡様でそれだけの蓄えがございますかとな

ったとき、全くないわけですよ。 

   そんなことも含めて、観光協会、あとは、

次、中部地区、北部地区というふうな内容で

奴のほうは始まりますが、やはり１年間かけ

て、令和５年度の谷地奴に向けて助成という

やつを見直していただきたい。この内容につ

いてご答弁ちょっとお願いいたします。 

○漆山光春議長 その前に、その前に、先ほどの

病院関係について答弁を求めます。 

   「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 県立河北病院の収支関係

でございますが、今、最新の決算というふう

なものが令和２年度の決算でございます。そ

の全てを説明するわけにはいきませんので、

項目を絞って報告をさせていただきます。 

   総収益が32億9,500万、総費用が38億9,800

万、純利益としては６億300万の損失というふ

うなことになっております。 

○漆山光春議長 よろしいですか。答弁こちらに。

（「答弁お願いします」の声あり） 

   それでは、「河内副町長」 

○河内耕治副町長 どんが祭りの奴の支援につい

てお答えをさせていただきたいと思います。 

   コロナ禍の中に入って今回３回目のどんが

祭りを迎えたわけでございますが、過去２回、

北部、中部地区につきましては、奴につきま

しても残念ながらご披露できなかったという

ことで、今回南部地区が当番なんですが、何

とか感染対策を取った上でやれる方法で工夫

をしてやっていただきたいという話が実行委

員会の中でもありまして、観光協会のほうか

らもお願いをしたところでございます。そう
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した形で当番地区のほうでみこしの渡御・還

御は今回実施されますので、例年のとおり、

従来のとおり、その露払いということで、奴

は今回何とか出しましょうというご決断をい

ただいたところでございます。 

   そうした中で、今ご質問がありましたよう

な奴に係る経費が当然生じてくるわけでござ

いますが、その経費につきまして、最初心配

されたということはお聞きしたんでございま

すが、その後、当番地区内におきまして、関

係者の皆さんで、あるいは八幡宮の氏子会の

方との話合いもあったかと思いますが、関係

者の皆さんで話合いをしていただいて、その

部分についても、今回特段支援というのは、

従来どおり、特別な支援はなしで何とか賄え

るようになったというふうにお聞きをしてお

ります。 

   ただ、今後につきまして、これは南部地区

の問題だけではございませんので、来年は中

部地区、次は北部地区とまた回っていきまし

て、同じような問題が生じてくる可能性もご

ざいます。そうしたことでありますので、１

つの地区、当番地区だけでなくて、３つの地

区におきまして、これまでも祭りの在り方に

ついて様々な改革を行ってきまして、今日ま

で祭りが続けられるようなやり方を工夫して

きたわけでございますので、ご質問があった

ような内容につきましても検討させていただ

きたいというふうに思います。 

○漆山光春議長 「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。とにかくわらじの支給でも結構ですし、

コロナの感染のやれと言ったって、消毒も何

も全て我々買わなくちゃいけないと。マスク

なんかも全部地元で負担しなくちゃいけない

というような状況で、最低わらじ代20万、あ

といろんな感染対策、そして八幡様のほうに

借りた衣装の洗濯、30万は間違いなくかかる

んです。そういうふうな経費があるというこ

とをしっかりと受け止めていただいて、令和

５年度に向けてやっていただければなという

ふうに思っております。ありがとうございま

した。（「終わり」の声あり）じゃあ、まだち

ょっと残っています。すみません。 

   今回奴のほうで、感染対策というやつを、

今、毎日やりながらやっているわけなんです

が、万が一というふうなこともあります。そ

ういうときには潔く撤退するというふうな内

容も考えながらの一応行動を続けていますん

で、ぜひ16日は、土曜と日曜日になりますが、

町民の皆さんに、高関はこのすばらしさとい

うやつをぜひ近くで見ていただきたいと思い

ます。また、お気持ちがあれば、あの、ここ

では言えませんが、ご祝儀を賜るよう重ねて

お願い申し上げまして、私の一般質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○漆山光春議長 以上で５番吉田芳美議員の一般

質問を終わります。 

   ここで10時15分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１０時０２分 

     再 開  午前１０時１４分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   一般質問を続けます。 

   次に、12番細矢誓子議員の一般質問を行い

ます。 

   「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） それでは、12番、一般

質問いたします。 

   私の質問事項は、８月４日に起きた豪雨災

害への対応の検証についてであります。 

   ８月３日から４日にかけて、本県に初めて

線状降水帯が置賜地域に発生し、記録的な大

雨をもたらしました。県内７市町村に大雨特

別警報が発令され、短時間大雨情報も計６回

発表されるなど、各地に甚大な被害が起きま
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した。このたびの豪雨災害で家屋の浸水被害

を受けられた方や農地被害を受けられた方々

に、心からお見舞いを申し上げます。また、

復旧活動に参加された消防団や行政、関係者

の皆様に深く感謝を申し上げます。 

   最上川は県内複数箇所で氾濫し、２年前の

水害を思い出させる事態が本町でも発生し、

町民の皆様には避難勧告が発令され、町内４

か所に避難所が開設して多くの方々が避難さ

れました。 

   私は、前回大きな被害を受けた谷地工業団

地と押切地区に出向きました。現場を見渡せ

る少し離れたところから排水活動が開始され

ている消防団の人たちの姿を拝見して、２年

前の水害時の経験がしっかり生かされている

なと感じました。 

   今回の被害状況は、床下浸水１件、水田や

畑の浸水被害は数か所発生しましたが、２年

前に起きた被害ほどではなかったので、ほっ

と胸をなでおろしています。 

   そこで、質問要旨１、２年前に起きた災害

で指摘された様々な課題点が今回はしっかり

生かされたかについてであります。 

   今回は、エリアメールが４時16分に田井、

押切、溝延、杉の下地区に避難指示が出され、

町民体育館と河北中学校に避難所開設。５時

４分に南部地区の高齢者避難指示が出され、

サハトべに花と職訓に避難所開設。５時58分

に谷地工業団地に警戒レベル４の指示が出さ

れ、７時22分に警戒レベル３の発令があり、

北口、改目、吉田上、ひな市通り東地区の高

齢者避難指示が出されました。 

   前回は、避難指示などの点で問題指摘があ

ったと認識していますが、今回はどのような

点に留意されて出されたのか。また、山形気

象台のホットラインは活用されたのか。避難

所等への職員の配置や設営などはスムーズに

実行されたのかをお聞きします。 

   質問要旨２、今回の災害で見えてきた問題

点の洗い出しはされたのか。また、それらの

課題に対しての対策についてをお尋ねします。 

   質問要旨３、中学生の災害ボランティア育

成の取組について。 

   令和２年７月の豪雨災害のとき、30人の避

難者があった中学校の避難所に伺ってみまし

た。避難された方々からお話をお聞きしたと

ころ、中学校に入るのが初めてだという人た

ちも結構多く、トイレや水飲み場所が分から

ない方も数多く見受けられました。 

   そのようなときに、中学生が災害ボランテ

ィアとしてお手伝いできることがあるのでは

ないかと考えます。目的の場所までたどり着

くのに通路の状態はどのようになっているの

かとか、どんなところに段差があるのか、ト

イレには車椅子対応の便座は設置されている

のかなど、分からないことが多い場合が多々

あると思います。そのようなとき、いつも生

活している中学生の方々のお手伝いがあると、

安心して避難所での行動ができるのではと考

えます。中学生の災害ボランティアの養成を

ぜひお考えになってほしいと提案いたします。 

   ここで、中学生ボランティアの先進例をご

紹介します。令和２年９月の私の一般質問で

も紹介したものです。 

   中山町立中山中学校は、防災教育に力を入

れ、2018年度から地震対策を想定した避難所

運営訓練を行っています。避難者たちへの誘

導や備蓄品の移動、食事の準備の手伝いなど

を行います。令和２年７月の災害時での避難

所活動で、同中の３年生の生徒は、訓練でや

ったことが反射的に出た、避難者の不安や緊

張が伝わってきて焦ったけれども、安心して

もらえるように接したと語っていました。地

域と学校が連携することで双方の防災力向上

が期待されるというコメントが書かれていま

した。 
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   このような取組を町長はどのようにお考え

かをお聞きします。 

   質問要旨４、避難者自身の防災に対する意

識の醸成について。 

   今回避難された方々にお話しして感じたこ

とで一番気がついたことが、自分の命を守る

ための最低限準備することの必要性がしっか

り定着していないということです。最低限度

の所持品の中にコロナ対策に対する品物がな

かったり、避難所に来れば食事は提供してく

れるとか、床に敷物があって当たり前だ的な

考え方が一般的で、自分で準備することが徹

底されていない点が今回とても気になりまし

た。 

   それらをしっかり自分のこととして自覚す

る、そのように意識して防災を学習する機会

が少ないように感じます。気候変動で水害の

リスクが高まっている現状です。一人一人の

意識を高める対策が急務だと考えますが、お

考えをお聞きします。 

   質問要旨５、農機具等の安全な場所への避

難確保の必要性について。 

   ２年前の水害時に、多くの被害の中に農機

具等の浸水被害がありました。災害では人命

が最優先ですが、様々なことへの配慮も必要

ではと考えます。農機具等の避難もその一つ

で、安全な場所へ早めに避難しておく。その

場所の選定もしっかり確保すべきだと考えま

す。自分勝手に公共の安全な場所や農道に置

かれては、緊急自動車等の通行にも不便を来

します。各地域で何か所と指定した場所を確

保すべきだと考えますが、いかがお考えでし

ょうか。 

   質問要旨６、今回の水害時で、段ボールベ

ッドやパーティションの設置は実施されたの

かについてお尋ねをします。 

   先日の災害に関する新聞記事を見ていた中

に、長井市での記事を拝見しました。長井市

は防災機能を強化し、昨年５月に開庁した市

役所新庁舎で初めて避難所を開設しました。

会議室や議場、廊下も使い、段ボールベッド

とパーティションを計50セット配置しました。

高齢者や家族連れの方々が利用し、体を休め

るのはありがたいとお話をしていたという内

容でした。 

   今回のような機会に、段ボールベッドの作

成を避難者の方々の協力を得て経験すること

はとても大事なことだと考えます。一部の人

たちだけが知っているのではなく、みんなで

経験することが必要で、実際経験して初めて

見えてくるものに気がつくことがとても大事

だと考えます。いかがお考えでしょうか、お

聞きをいたします。 

   質問要旨７、本町におけるマイ・タイムラ

イン作成の進捗状況について。 

   大雨や洪水のとき、慌てないためにもマ

イ・タイムラインをつくろうという動きが叫

ばれています。マイ・タイムラインとは、住

民一人一人のタイムライン、防災行動計画で、

大雨によって河川の水位が上昇するとき自分

自身が取る標準的な防災行動で、自ら考え命

を守る避難行動のための一助となるものです。 

   本町では、防災専門員を配置して、特に町

内会版タイムラインの作成の手助けをして、

積極的に活動を推進していると認識していま

す。現在、町内会版タイムラインを作成され

た町内会は何件ほどあるのか。また、今回の

災害で、実際マイ・タイムラインを実行され

た方の調査はされたのでしょうか。自分自身

のものとしてしっかり自覚するためには、ど

のような活動が必要かなどを把握することが

大事だと考えますが、お考えをお聞きします。 

   再質問を留保し、質問を終わります。 

○漆山光春議長 12番細矢誓子議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 



 - 60 -

○森谷俊雄町長 12番細矢誓子議員の一般質問に

お答えいたします。 

   質問事項の８月４日に起きた豪雨災害への

対応の検証についてお答えいたします。 

   まずもって、このたびの８月３日、４日の

豪雨につきましては、置賜地域、そして西村

山地域を中心に甚大な被害をもたらしました。

当町におきましても、145ヘクタールの農地冠

水を中心とした被害に見舞われました。置賜、

そして西村山地域、当町において、被害に遭

われた方々に、私としてもお見舞いと、そし

て、災害に当たってご協力いただいた全ての

皆様に対して厚くお礼を申し上げたいという

ふうに思っております。 

   まず１点目、２年前に起きた災害で指摘さ

れた様々な問題点、今回はしっかり生かされ

たのかという点について申し上げます。 

   まず、避難情報に関する発令のタイミング

について申し上げます。 

   ８月４日当日は、午前４時に溝延、田井、

杉の下、押切の各地区に避難指示を発令した

ことを皮切りに、計４回、高齢者等避難また

は避難指示の発令をいたしました。発令の基

準の一つとなるのが、最上川の下の観測所に

おける現況の水位、そして今後の予測水位と

なるわけでございますが、今回は、一時最高

水位が氾濫危険水域をはるかに超えるのでは

ないかといった予測もあった一方で、夜明け

前、辺りがまだ暗い中での発令は、町民の皆

さんに危険を伴う避難行動を求めることにな

るという心配材料も持ちました。そういった

中で、午前４時に最初の発令となったわけで

すが、早め早めの発令が求められる中、適切

なタイミングで発令できたと考えております。 

   避難所への職員の配置につきましては、こ

れまで、前回の豪雨、特に前回の豪雨の経験

を踏まえ、事前にどの職員がどの避難所に向

かうかを想定していたこと、新型コロナウイ

ルス感染症の対策用品を含めた受付用具や職

員を識別しやすいビブス等をあらかじめ用意

していたこと、職員の間で役割分担が明確で

互いにサポートし合う意識が高かったことな

どから、比較的スムーズに開設することがで

きたと考えております。 

   避難所の運営という点では、職業訓練セン

ターに避難された方には、必要に応じて多目

的トイレがある他の施設を紹介するよう職員

に指示したことや、避難されている方々に、

職員を通して現在の水位や避難指示等の解除

の目安となる水位をお伝えしたことは、これ

らは２年前の教訓を生かした対応ができた点

というふうに考えております。 

   ご質問の山形地方気象台とのホットライン

について、今回は互いに活用する機会はござ

いませんでした。国土交通省東北整備局山形

河川国道事務所長とのホットラインにおいて、

水位予測に基づく助言もいただきながら対応

したところであります。 

   ２点目、今回の災害で見えてきた問題点の

洗い出しはされたのか。また、それらの課題

への対策について申し上げます。 

   本町には、災害時の避難確保計画の策定を

義務づけられた施設が22ございます。このう

ち、令和２年度までは３施設しか策定されて

おりませんでしたが、現在では全ての施設で

策定済みでございます。 

   ８月４日の避難情報の発令時、対象となっ

た地域内にある各施設において、計画や訓練

に基づいた行動ができたか、困り事はなかっ

たかなどについて、夏休み中の小学校を除き、

８月５日に聞き取りを行っております。その

結果、臨時休園等の措置を取った施設も含め

て、適切に行動していただいたことを確認さ

せていただいております。 

   このたびの災害につきましては、８月８日

及び９月２日の議会議員全員協議会において
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も報告させていただいておりますけれども、

その際にいただいた意見なども基にいたしま

して、どの地区の人が、どれだけ、どこに避

難されたのかを整理した上で、避難対象とな

った地域の自主防災組織がどこまで機能した

かなどについて検証を進めているところであ

ります。 

   また、ご指摘いただきました避難所内での

案内表示不足という新たな課題もございます。 

   災害は必ず起きますけれども、同じ災害は

なく、災害の都度、的確に判断し対応するこ

とが重要であります。経験を生かしながら、

一つ一つ対応力を強化していく必要がありま

す。施設管理者のご協力を得ながら、全ての

避難所を対象として、避難された方々の目線

で順次改善すべき点の洗い出しを進めるとと

もに、避難所に配置された職員からの感想、

意見についても取りまとめしてまいります。 

   また、避難所に関して以前から課題となっ

ている点につきましても、すぐに取り組める

ものは取り組むとともに、防災減災機能・装

備検討委員会の中で、さらに引き続き検討し

てまいります。 

   ３点目の中学生の災害ボランティア育成の

取組について申し上げます。 

   河北町第２次振興計画の安全教育の推進に

おいては、生活安全、交通安全、災害安全の

各領域における体系的な安全教育を通して、

身の回りの危険やそれに対応する力を発達段

階に応じて子供たちに理解させ、自らの命を

守りぬくために主体的に行動する資質、能力

を育成することにしております。 

   また、町の地域防災計画に基づき、減災・

防災に向けた各学校の取組を支援していると

ころでございます。特に、浸水災害、土砂災

害の危険性のある溝延小学校、谷地南部小学

校、谷地西部小学校では、新たな避難計画を

作成し、訓練を実施しているところでありま

す。谷地西部小学校につきましては、県の事

業を活用して、防災教育教室を10月に計画し

ているところでもございます。 

   実際の学校の教育活動におきましては、中

学３年生の公民の地方自治を学ぶ授業の中で、

東日本大震災からの復興と防災について触れ

る内容があり、災害時における被害を抑える

取組として、自助、共助、公助とも関連を図

りながら、どのようなことができるかを考え

る時間がございます。また、道徳の授業では、

集団と社会との関わりの内容の中で、社会や

公共のために役立つ価値について学ぶ機会が

ございます。修学旅行や学年研修、職場体験

学習などを通し、実際の社会に出てこれまで

の学びを深め、より主体的に関わっていくこ

とが大切であると考えております。 

   議員からもご紹介ございました中山中学校

の防災教育につきましては、地域と学校が連

携することで双方の防災力向上が期待される

ことは間違いないと考えております。 

   本町の教育委員会では、各小中学校の教頭、

安全主任を対象にした学校安全研修会を毎年

開催しております。昨年度は町の防災専門員

を講師に、水害、土砂災害を想定した避難計

画、避難訓練について研修を行いました。今

年度は５月７日に中山中学校の安全主任の先

生を招いて、中山中学校の実践における学校

の取組と子供の姿についてご講話をいただい

ているところであります。災害時における学

校の対応と子供の姿を具体的にイメージし、

各学校の取組が充実するよう支援していると

ころであります。 

   施設をよく知る河北中学校の卒業生や現役

の中学生も含め、避難所となった学校施設の

椅子や机など備品の置いてある場所、トイレ

等への案内などについては、ぜひ協力をお願

いできればと思いますので、災害時のボラン

ティア活動も含め、周りの方への親切な行動
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を率先して行うことができるよう、教育活動

を支援してまいります。 

   ４点目の避難者自身の防災に対する意識の

醸成について申し上げます。 

   ８月４日に避難所を開設した際、備蓄して

あるアルファ化米を届けさせていただきまし

たが、事前に非常時の持ち出し品を持参され

た方がどれくらいおられるか尋ねたところ、

多くの方が持参されることなく避難されたよ

うです。早朝であったこともあるかもしれま

せん。検証してまいりたいと考えております。 

   議員ご指摘のとおり、避難された方々の自

助の意識、自分の命は自分で守るという意識

は、まだまだ向上の余地があると考えており

ます。令和３年度には押切地区で、令和４年

度には田井地区で水防訓練を実施いたしまし

た。持ち出し品を準備した上で参集してくだ

さるよう呼びかけをしたところであり、一定

の効果があったと考えておりますが、両地区

に限らず、引き続き地域における防災講習な

どの機会を生かして周知を図ってまいります。 

   ５点目の農機具等の安全な場所への避難確

保の必要性について申し上げます。 

   ご指摘のとおり、２年前の豪雨災害時には、

農機具等が浸水で使えなくなる被害が多数生

じました。このたびの災害でも、畑に置いて

ある農機具が浸水した話をお聞きしておりま

すが、一方で、農家の皆さんも前回の教訓を

生かし、午前４時の発令を受けて早めに移動

することができたという声もいただいており

ます。 

   緊急自動車等の通行の妨げになるおそれも

ありますので、町内に何か所か農機具等を一

時的に保管できる場所を確保してはというこ

とでありますが、まずは、町として早め早め

の発令に努めていくとともに、農家の皆さん

にも、浸水時の農機具等の保管場所、移動先

と移動ルートの検討など、日頃から適切な対

応を心がけていただくことも大事だと考えて

おります。 

   ６点目の今回の水害時で段ボールベッドや

パーティションの設置は実施されたのか、こ

の点について申し上げます。 

   このたびは、町内４か所の避難所に合計19

個の段ボールベッドを配置いたしました。施

設で所有する敷物やパイプ椅子を活用したた

め、実際に組み立てて使用することはござい

ませんでした。組立ては職員が行うことで対

応できましたが、災害の規模がより大きくな

ったときや避難される方が多くなったときは、

職員の手が足りなくなることが想定されます。 

   町では、令和２年７月豪雨後の避難所開設

訓練において、職員のみならず、自主防災会、

消防団、施設関係者、防災士の方々に段ボー

ルベッド等の組立てを実践していただいてお

ります。これからも経験者を増やすため、よ

り多くのご参加をいただきながら今後も継続

していく必要があると考えております。また、

コツさえつかめれば比較的容易に組み立てら

れる製品でございます。避難された方々にそ

の場で協力を求める意識や避難された方が可

能な限り協力する意識をお互いに持つことも

大切であると考えております。 

   パーティションにつきましては、新型コロ

ナウイルス感染症対策のため、あるいは一定

の空間を確保するために活用するものでござ

いますが、このたびは、人と人との距離を確

保できたことから活用には至りませんでした。 

   ７点目の本町におけるマイ・タイムライン

の作成の進捗状況について申し上げます。 

   本町では、令和３年度から防災専門員を任

用いたしまして、配置いたしまして、併せて

地域振興総合交付金のメニューの一部を見直

すことにより、町内会版のタイムラインの作

成を進めてまいりました。コロナ禍とあって、

地域の方々に集まっていただく機会をなかな
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か設けにくい期間が続いておりますが、それ

でも令和４年の、今年８月末現在で26の町内

会でタイムラインを作成していただいたとこ

ろであります。未作成の町内会には、今後と

も作成を呼びかけるとともに、作成済みの町

内会に対しましては、計画に基づいた次は訓

練の実施等について引き続き支援をしてまい

ります。 

   マイ・タイムラインの作成につきましては、

防災に関する講習会等の際に紹介し、町内会

版タイムラインの作成と並行して普及に努め

ております。 

   議員ご質問の、今回の災害で実際マイ・タ

イムラインを実行された方の調査はしたのか

という点につきましては、まずはマイ・タイ

ムラインの認知度を上げていく必要があると

考えております。実際実行された方の調査と

いうこともありますが、まずは、できる限り

多くの方に、少しでも早くマイ・タイムライ

ンを理解していただく啓発活動を優先しなが

ら対応してまいりたいと考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 再質問いたします。 

   ご答弁ありがとうございました。 

   再質問に入りますが、８月24日付の山形新

聞に、８月豪雨激甚災害指定へという見出し

で、県内の被害額が242億円超に拡大している

ということが報道されていました。現在はし

っかり激甚災害に指定を受けている状態です。 

   そこで質問しますけれども、激甚災害は、

インフラや農業施設などの被害額が一定基準

を超えた場合に政府が指定するものだと認識

していますが、激甚災害の基準はどのような

ものでしょうか、お尋ねをいたします。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 激甚災害の指定の基準と

いうことでのお尋ねでございました。 

   議員おっしゃいますように、災害が起きた

際、インフラ、その他大規模な災害が発生し

た場合に激甚災害とし指定されるかどうかと

いう基準がございます。その分かれ目となり

ますのは、細かく分ければ多岐にわたる部分

がありまして、一部抜粋ということでご容赦

いただければと思うんですけれども、例えば、

公共施設の災害復旧事業費、こういったもの

を見込んだ場合に、その査定見込額が全国標

準税収入の0.5％、これを上回っているかどう

か。あるいは、農地等の災害復旧事業費の場

合ですと、この査定見込額が全国農業所得推

定額の0.5％を上回っているとか、こういった

災害の区分あるいはその規模ごとに国のほう

で査定いたしまして、それだけいわゆる復興

費、復旧費のかかる大規模な災害であると見

込まれた場合には激甚災害と指定されるとい

う運びになる、そういう制度でございます。 

   以上です。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ２年前の豪雨災害時に

もこの激甚災害の指定を受けました。この指

定を受けると、国からの災害復旧に係る交付

金の率が高くなるというふうな説明がありま

したので、吉村知事は、速やかな復旧につな

がるとのコメントを出しておられました。 

   今回の８月豪雨で、県内で一番被害が大き

かった川西町の状況は、被害総額が４億9,000

万円超で、農地被害面積が2,300ヘクタール、

浸水被害、住家404棟、非住家506棟などとな

っています。 

   それでは、今回の豪雨災害の本町の被害総

額、また被害状況はどのようになっているで

しょうか、教えてください。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 ８月４日災害におきます
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本町の被害状況でございます。 

   建物被害につきましては、舟戸地内におき

まして床下浸水１戸という被害がございまし

た。 

  また、その他、前後しますが、人的被害、あ

とは公共施設、上下水道施設における被害は

ございませんでした。 

   農林被害につきましては、農地冠水が溝延

地区、サビ地区、北谷地地区、それぞれで発

生いたしております。 

   また、農作物被害としましても120平米以上

被害が発生しております。失礼しました。120

ヘクタール以上の被害が発生しております。 

   あとは、農業用施設としまして、仮復旧済

みのところも含めまして、溝延地区、新吉田

地区におきまして、農道被害、用水路崩落な

どが発生しているというところでございます。 

   失礼しました。より詳細に箇所ごとの面積

などを含めて申し上げたいと思います。繰り

返しになりますことをご容赦ください。 

   農地冠水につきましては、溝延地区63.86

ヘクタール、サビ地区で20.9ヘクタール、北

谷地地区のうち吉田東地区で15.51ヘクター

ル、新吉田東大久保遊水地で44.94ヘクタール、

荒小屋において0.3ヘクタール、これが農地冠

水でございます。 

   農作物被害につきましては121.2ヘクター

ル、内訳が、水稲が71.3、果樹が39.4、野菜

が5.6、大豆が2.1、牧草が2.8。 

   農道被害につきましては、溝延地区におい

てのり面崩壊140メートル。ただ、用水路に崩

れた土砂は撤去しまして仮復旧済みというこ

とでございます。新吉田地区におきましては、

のり面崩壊が320メートルの範囲で起こって

おります。 

   最後、用水路崩落でございますが、新吉田

地区におきまして20メートル、コンクリート

ののり面補強崩落が100メートルということ

で、こちらにつきましては、仮水路を設置し

まして仮復旧済みという状況になります。 

   ８月４日における本町における被害状況と

いう部分につきましては以上のとおりとなり

ます。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） そうしますと、被害総

額というのはまだ出ていないということでし

ょうか。まだ把握されていないんですね、被

害総額は。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 ２年前の災害の折にも、

被害額ということでは農林被害の部分で集計、

最終的には取りまとめになっておりますが、

現時点におきまして、この８月４日の災害に

対する被害額というのは、まだ明確にお答え

できるような状況ではございません。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 分かりました。私たち

のほうにも資料が届いていますので分かって

いるんですけれども、今日、傍聴された方は

そういう資料がありませんので、この機会、

皆さんにお知らせしたいと思いまして状況を

お聞きしました。 

   先ほど、町長の答弁の中でも語られており

ましたけれども、避難所での対応、職員の対

応です。 

   避難者数が、町体は83人、河北中では144

人、サハトが37人、職訓は18人の避難者数が

ございました。今回、私も避難所に行って感

じたことですけれども、本当に２年前の教訓

が生かされている対応が随所に見受けられま

したので、私も大変その点に対しては評価を

しているものです。 

   そこでですけれども、避難指示解除のこと

についてちょっとお尋ねをいたします。 

   避難指示解除は、田井、杉の下、谷地南部

地区の高齢者等、谷内工業団地は13時25分。
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溝延地区は16時30分に……ああ、違うな、16

時30分に。押切地区、北口、北口南、ひな市

通り東、改目、吉田上の高齢者避難等は18時

10分に出されておりました。私はこのことを

町報で知りました。その日です。私はどこを

見ても避難解除のことが分からなかったので、

避難された方に直接電話をして聞いた次第で

した。やはり、どなたでもここを見ればすぐ

分かる方法、そういう避難所解除の方法はど

のようにされたのか、今回はどのような方法

で避難解除のお知らせをしたのか、ちょっと

その点をお聞きいたします。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 避難情報発令に対する解

除に関するその方法ということでのお尋ねで

ございました。 

   解除に向けての取組として一つ改めて申し

上げたいと思うのは、当日避難所におられま

した方々に対しまして、職員を通じて避難解

除の目安となる水位などをお伝えしたと。こ

れはあくまで解除のお知らせじゃなくて、解

除の予告のお知らせではございますが、こう

いった取組をまず先にさせていただいたこと

もぜひ申し上げておきたいというふうに思う

ところであります。 

   実際に解除のお知らせ、今回取り組みまし

たのは、避難情報発令の対象となりました区

長さん方への個別の連絡、電話連絡でござい

ます。あとは、順不同になりますけれども、

Ｌアラートというシステム、テレビ画像など

でニュース速報として出たり、画面の脇のほ

うにテロップが出たりということがあります

けれども、あの仕組みです。Ｌアラートとい

う仕組みで広くお伝えしたというところ。あ

とは、ホームページのほうに随時情報を掲載

してお知らせしたというところでございます。 

   あと、もう一点だけ申し上げますと、当日

の午後７時15分、19時15分というところでご

ざいますが、豪雨災害に関する避難指示等解

除ということで、町長自らのメッセージとし

て町民の皆様宛てに、避難指示は全て解除な

りましたと、避難情報に関する……失礼しま

した。避難に関する情報については全て解除

いたしましたと、このようなメッセージを流

させていただいたというところになります。 

   今回の取組につきましては以上です。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） そうですね、７時15分

の町長メッセージ、何か聞いたような、聞か

ないような、やはりそのときにその情報に触

れないとやはり分からない部分がたくさんあ

りますので、やはり文字として残るような方

法を取っていただかないと、やはり皆さん、

どこを本当に見ていいか分からないというこ

とが多々あります。ですから、私は、このた

び避難指示はエリアメールが出ました。その

エリアメールに対して、解除でもそのエリア

メールではできないのかということをお聞き

したいんですが、いかがでしょうか。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 エリアメールにつきまし

ては、いわゆる携帯４社との共通のシステム、

仕組みによりまして、避難情報の発令の際、

事前に発令するツールの一つということでご

ざいます。 

   エリアメールにつきましては、今４社とい

うふうに申し上げましたけれども、共通の手

引というものがございまして、まずは、人と

して命に関わる緊急性の高いものにしか使え

ないというのがまず一つとしてございます。

ですので、便利がいいからといって、何月何

日どこそこでこういうイベントがありますか

らと、そういうお知らせには決して使っては

ならないというものがあります。 

   今ご質問の避難情報の解除につきましても、

その手引きの中におきまして、ほかの方法で
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の周知を推奨しますと、エリアメール以外の

方法での周知を推奨しますという書き方にな

っておりまして、その点配慮する必要がある

というふうに考えます。 

   一方で、絶対使ってはいけないというふう

に書いていないこともあるからだとは思うん

ですけれども、他の自治体においては、エリ

アメールで避難解除の連絡をしている自治体

もあるというのは認識しています。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 様々な規制みたいなの

もおありでしょうけれども、それでは、やは

りこれは河北町は河北町独自の解除の方法を

検討されて、皆さんが見たらすぐ分かるよう

な方法を取られていただきたいと、これは希

望します。 

   それでは、中学生災害ボランティアの育成

についてお尋ねをします。 

   私は、中学生の頃から防災についてしっか

り意識を高めていく必要があると常々考えて

おります。中学生災害ボランティアを養成す

るために必要と思われる意識はどのようなこ

とだとお考えでしょうか、お尋ねします。 

○漆山光春議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 中学生の災害ボランティア育

成についての問合せについてお答えいたしま

す。 

   どの学校でも、１年間の教育活動を行う上

で年間指導計画を立てております。これを学

校経営要覧あるいは学校要覧と称して毎年作

成します。私、手元に持っているのが、その

経営計画をコンパクトにまとめたのがこれで、

それで、河北中のいわゆる災害ボランティア

精神の育成に関わる点について、その経営方

針について調べてみました。 

   河北中の本年度の取組でありますが、中学

校教育は、自立して社会に貢献できる大人に

なるための基礎づくりの時期であるというこ

とを意識して指導に当たるという文言で、日

常の教育活動に当たっております。 

   その中で、地域とともにある学校づくりを

推進するということで、具体的には、１点目、

各地区の生徒代表と区長が語る会を開催し、

地域の課題やボランティア活動等について話

す。これは具体的に、今年の10月に学校運営

協議会において話をする予定であります。 

   ２点目は、地域行事への積極的な参加を促

すというような文言です。具体的には、やは

りどんが祭りへの参加とか、あるいは各種イ

ベントにおける客の案内などのボランティア

活動なんかに取り組んでいるようであります。 

   こういったことを基に、先ほど町長答弁に

ありましたように、各教科を通じてボランテ

ィア精神の育成に努めているところでありま

す。 

   なお、議員からご紹介ありました中山中の

取組につきましては、先ほどの答弁にありま

したように、５月に中山中の安全主任の話を

聞いております。その話を聞いて、河北中で

はどのように考えているかということをお聞

きしました。実際、災害時に中学生が集まっ

てくることは難しい、現実的に難しいという

現状があります。そこを考慮したときに、避

難した場所で自分たちができる活動を計画す

る、あるいは演習するほうが現実的ではない

かというふうに考えております。例えば、具

体的には、そうした避難があった場合に中学

生がいた場合、受付を補助する、あるいは、

施設の準備補助をする。例えば、椅子の準備、

畳の準備、扇風機の準備などであります。３

つ目には食事の配付補助などであります。 

   こういったことを通じまして、中学校では、

いわゆる大事なこととして、災害時に大人に

協力して、その活動を観察しながら支えてい

くことを体験として学ぶ、そういったことを

重視していきたいなというふうに捉えており
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ます。 

   行政としても、そういった場合には積極的

に支援、協力してまいりたいなというふうに

思っておるところです。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 大変よく分かりました。 

   私は、私の考えとしましては、やはり中学

生は避難するときも家族と一緒に避難すると

思うんです。そのときに、やはり中学生がそ

ういう意識を常日頃から持っていることとい

うのはとても大事なことで、だから、そうい

うのはやはり防災教育としてきちっと学校の

ほうで教育なさっていただく。 

   それと、もう一つ、やはり先ほどおっしゃ

いましたボランティア活動への目覚め、そう

いうものをしっかりそこで醸成させるという

か、考えていただく、植え付けるという、そ

ういう考え方と、あとは、私、もう一つは、

中学生が地域の様々なものの、行事とかいろ

いろありますけれども、担い手だという、そ

ういう意識を自分で持つということが一番大

事なことだと考えております。ですので、そ

れを一つ、また災害ということを一つの話題

とすれば、家族の中でもみんなで同じことで

話合いができる。それで、もし災害になった

ときにばらばらになった。そうしたら、うち

の家族はここに必ず集まるんだよみたいな話

を家族の中で話ができる、そういう機会を持

つというのは私はとても大事なことだと思っ

て、この中学生災害ボランティアというもの

を立ち上げることによって、そういう意識を

醸成できるのではないかと考えてこの質問に

至った次第なんです。 

   これも１つ紹介例なんですけれども、鶴岡

市三瀬地区の方々の避難所運営に関して、こ

の三瀬地区の方は、地域の方々と中学生が一

緒に活動しています。指定避難所になる学校

のことを中学生はよく知っています。避難所

の開設訓練や避難路整備なども地域の人たち

と一緒に行っている。避難所で中学生として

何ができるのか、避難所において何が必要か

などを常に考えて行動するというふうにして

いるということです。やはり中学生にできる

こと、中学生だからできることを前向きに考

えて、自分たちの災害をしっかり考える、そ

ういうことになったというコメントが出てお

りました。 

   やはり様々なことを経験することによって、

しっかりやはり地元の担い手の意識を醸成す

るということも大切なことで、私は、この人

たちが成長したときに、様々な活動に何らか

の影響が出てくるのではないかと考えており

ます。例えば、地域の消防団の活動とか、地

域活性化事業などへの参加などは、これらの

活動を促す上では種まきになるのではないか

と考えておりますけれども、それはどのよう

にお考えでしょうか。 

○漆山光春議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 議員がおっしゃるとおりだな

というふうに思います。 

   また、中学校の校長と語る会も催しまして、

その中で話題になっていることは、いわゆる

産学官連携の実践プロジェクトありますけれ

ども、やっぱり高校生のみでなく、やっぱり

中学生をも巻き込んで、体験を通してやっぱ

り自ら感じ取っていくボランティア精神、そ

ういったところも大事にしていきたいなと、

その活動の輪を広げる必要があるんではない

かということも話題になっております。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 様々やはりこの防災教

育というのも本当に大切なものですけれども、

防災教育、その上に、その人、人に役割を持

たせる、そういうふうに教育でとめておかな

いで、それを実践に持っていくということも

大事ではないかと考えておりますので、よろ
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しくお願いします。この制度が河北町でもち

ゃんと育成されることを強く望んでおります

ので、よろしくお願いします。 

   防災に対する一人一人の意識を高めるとい

うことなんですけれども、先ほど答弁の中に、

防災講習などで常に周知を図っていくという

ふうに語られておられましたけれども、やは

り年１回の防災講習などではなかなかその周

知が徹底しないというふうに私は感じます。

何がいいか、じゃあその高齢者の方たちに、

高齢者だけじゃないですけれども、皆さんに

そういう防災意識、自分の命は自分で守るん

だという意識をどうやって醸成するかといっ

たときに、常にそういう話題が話の中に出て

くるような、そういうふうな機会を設けるこ

とが一番大切じゃないかと思うんです。 

   例えば、高齢者の人たちが集まる機会があ

るときにそういう話題を出す、それから、地

域でのサロン活動のときにそういう話をまず

出すという、そういう工夫が必要だと考えま

すが、いかがお考えでしょうか。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 タイムラインなど、防災

講習についてのお尋ねでございますが、まず

１点申し上げたいと思いますが、年１回の防

災講習ということで今お尋ねいただいたと思

うんですが、年１回ということではございま

せんで、特に令和３年度から１人防災専門員

を任用していたのはご案内のとおり、今年度

からは２人体制に増員して取り組んでいると

いう中におきまして、各自主防災組織など、

あるいはもっと広い範囲で、学区単位といい

ますか、大きいくくりの中で、いわゆる講師

依頼を頂戴いたしまして、防災講習会等、名

称はともかく、そういった類いのものをさせ

ていただく機会は多々ございました。 

   そういった機会の中で、お集まりいただい

た皆様方を対象に様々な防災講習をさせてい

ただくわけなんですが、町内会版タイムライ

ンしかり、あるいは、防災行政無線聞こえな

かったときはこの番号かけていただきますと

テレホンサービスで聞けますよというご案内

しかり、そういった中で、こういったマイ・

タイムラインであったり、そういったものも

お伝えしているというところでございますの

で、そこはぜひご理解をいただければという

ふうに思うところでございます。 

   また、おっしゃるように、高齢者が集まる

機会であったり、サロンのような場所、そう

いった場所もどんどん活用して周知すべきで

はないかということにつきまして、参考させ

ていただきまして、なかなかここまではコロ

ナ禍ということで、そもそも人に集まってい

ただく機会というのはなかなか難しかったわ

けですけれども、状況は徐々に変わってきて

いると思いますし、いつまでもコロナ、コロ

ナとも言っていられないとも思いますので、

時代の変化といいますか、社会状況の変化に

合わせてそこは考えてまいりたいというふう

に思うところでございます。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 分かりました。よろし

くお願いいたします。 

   それでは、農機具等の安全対策です。 

   これはやはり早め早めの発令というのが必

要かなと私も思います。 

   それで、やはり農機具は個人の財産だとい

うふうに、そういう理解もありますけれども、

やはり農業をするにはこの機械が必要だとい

うふうに、農業を産業だと考えれば、そうい

う農機具に対してのやはり援助策なんかも考

えてはいいのではないかと考えております。

ですので、今現在、浸水危険地域に入られて

いる地域の方だけでも、そういう方の場所だ

けでも、やはり安全な場所を確保しておくと

いう、そういうふうなことも必要ではないか、
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そういう施策も出されてもいいのではないか

と考えますけれども、いかがでしょうか。 

○漆山光春議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 こ

れにつきましても、やはり基本的には個人で

意識していただいて、できるだけ早めに避難

の場所を見つけていただいて避難していただ

くというのが大事かと思います。町として場

所を特別に用意するというのはなかなか難し

いなというふうに思ってございますので、ま

ずは個人で対応していただきたいというふう

に考えてございます。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） やはりなかなか町とし

てそういう施策を立てるというのは難しいこ

とで、やはり発令が一番効果のある方法だと

は私も思います。分かりました。あとは、そ

ういう方たちの地域での連携、助け合う連携

をきちっと構築していくということもとても

大事なことではないかというふうに感じてお

ります。 

   それでは、マイ・タイムラインのことにつ

いてお尋ねをします。 

   やはりこれも新聞の記事に載っておりまし

たけれども、高齢者と避難の実効性の確保と

いう見出しで掲載されておりました。 

   避難確保計画ができている施設は、洪水の

場合832施設、これ県内です。土砂災害は121

施設、令和３年９月現在している、このよう

に出ておりました。個別避難計画、マイ・タ

イムラインができている市町村は22市町村、

令和４年１月１日現在時点でという記事が出

ておりました。 

   答弁の中で、本町では義務づけされている

施設が22ありますが、全て作成済みとのこと

で、とてもすばらしいことだと評価いたしま

す。 

   私は、ある高齢者の方から、お盆の最中で

した。うちは水道屋もやっていますので、水

道修理の依頼がありました。ちょうど本当に

従業員さんもみんなお休みだったので、主人

と一緒に出かけましたが、トイレの水が止ま

らないということでおろおろされておりまし

て、それで、その方はアパートに生活されて

いたんですけれども、大家さんも留守、そう

したら、たまたまそのとき電話も故障で、誰

に連絡したら分からないということで、歩い

て民生委員さんのお宅が近かったのでそこに

行って訳を話して、民生委員さんの方からう

ちのほうに連絡があったという次第なんです。 

   私こういった事態を実際体験しまして、高

齢者の方々が本当に、例えば緊急時、こうい

う災害のときに、どうやってこの人たちを救

うんだろうということを本当にひしと感じた

次第です。ですので、こういう方たちの本当

にマイ・タイムラインというのはとても必要

なことで、地域の人たちがその人をしっかり

守っていく体制というのは本当に大事なこと

だと痛感いたしました。 

   今、マイ・タイムラインが進まない、作成

が進まないのは何がネックになっているのか、

また、どのような方法が普及につながるのか、

その辺のところを教えてください。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 タイムラインに関する考

え方という部分でまず申し上げますと、町内

会版タイムラインをまず町としては優先して

取り組んでまいりたいという考えがございま

す。議員おっしゃいますマイ・タイムライン

というのは、文字どおり個人ごとといいます

か、世帯ごとといいますか、そういう単位で

防災行動を時系列でまとめていくという計画

になりますが、私どもの先ほど申し上げた防

災講習の際にも、こういったマイ・タイムラ

インの周知というのは努めておりますが、ま

だまだ浸透していないというのは事実でござ
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いますので、今後とも周知に努めてまいりた

いというふうに考えるところでございます。 

   ただ、先ほど、１点ちょっとご質問とはず

れるかもしれませんが、高齢者、お知り合い

の方の例を教えていただいたと思うんですが、

マイ・タイムラインとちょっとかけ離れた話

になるんですけれども、避難行動要支援者避

難支援制度というものを一方でございますの

で、こういった制度に既に登録なさっている

方かもしれませんが、もし議員ご紹介いただ

けるのでしたらどの方なのかということは、

この場ではもちろん伺うことはできませんけ

れども、そういった制度もございますので、

ぜひご紹介いただければなというふうに思う

ところでございます。 

○漆山光春議長 「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） 様々な質問をさせてい

ただきました。 

   自然災害の多い昨今です。いつ、どこで起

きてもおかしくない状況に本当に現在はあり

ます。９月１日は防災の日です。関東大震災

に由来して制定されたと言われていますが、

この時期は暦の上では二百十日に当たります。

台風の襲来が多くなってくる時期です。現在

も台風が今発生中です。ふだんより防災意識

を高めて、いざというときに自分を守る行動

にしっかり結びつけていきたいと考えており

ます。 

   質問終わります。ありがとうございました。 

○漆山光春議長 以上で12番細矢誓子議員の一般

質問を終わります。 

   ここで11時30分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時１４分 

     再 開  午前１１時２７分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   一般質問を続けます。 

   次に、３番槙正義議員の一般質問を行いま

す。 

   「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） ３番、一般質問を行いま

す。 

   まず、質問事項の第１といたしまして、相

次ぐ物価高騰を受けまして、学校給食の現況

と今後の対応、そして、学校給食未納問題に

ついてお伺いしたいと思います。 

   原油高、ロシアによるウクライナ侵攻や円

安に伴う物価高騰は多くの食料品の値上げと

なり、その影響は私たちの家計にとどまらず、

学校給食にも広く及んでおります。特に今年

度に入り、ご案内のように、食料油や小麦粉、

調味料を含む様々な食品の値上げが行われて

おりまして、今後、原材料費や物流コストの

上昇を受け、１万8,500品目、全体の品目平均

で14％の食品や飲料品の値上げを予測する民

間調査も出ております。 

   こうした物価高騰を受けて、学校給食に使

用する食材価格の値上げを抑えるため、給食

現場では、給食の質を守りながら安価な食材

を選んだり、メニューを変えたり、様々な工

夫を行っている実態があると言われておりま

す。 

   そこで、質問要旨の１つ目として、今日の

異常とも言える物価高騰は、学校給食の食材

の値上がりにもつながり、保護者からは、給

食の質は大丈夫か、また、給食費の値上げを

心配する声も聞こえますが、本町の学校給食

の現況と今後の対応についてお伺いしたいと

思います。 

   ７月に入りまして新聞報道などを見ますと、

県内市町村のほとんどが今日の物価高騰で大

変苦しんでおりまして、食材費の値上がりに

対して、新型コロナウイルス対応の地方創生

臨時交付金などを活用した保護者負担軽減を

行うとの報道もありましたが、本町はどのよ

うな検討を行っているかお伺いをしたいと思

います。 
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   さて、質問要旨の２つ目として、学校給食

に使用する町内産食材の現状について、特に

町内産の野菜や果物などの使用状況と課題に

ついてお伺いしたいと思います。 

   ３つ目として、町の監査委員は、令和３年

度定例監査指摘事項として次のように指摘し

ております。令和２年度の給食費未納金額が

前年比で倍増しており、児童手当天引き等に

よる収納対策だけでは改善されていない。未

納者への個別対応を強化するなど、収納の在

り方等について早期の改善が必要であるとし

ておりますが、町の受け止めと具体的対応に

ついてお伺いしたいと思います。 

  さて、質問事項の第２として、大きな２番目

として、本町における避難行動要支援者の個

別計画作成状況と個別計画は災害時に機能し

ているかの検証及び地域での実践的避難訓練

の必要性などについてお伺いしたいと思いま

す。 

   本町は、県内の市町村の中で比較的早い平

成27年度から避難行動要支援者の避難支援制

度をスタートさせ、自力で避難できない高齢

者の要支援者に対し個別計画を作成し、災害

時の避難に備えてまいりました。ここでいい

ます避難行動要支援者とは、75歳以上の単身

高齢世帯と75歳以上の高齢者のみの世帯、そ

して障がい者のいる世帯を指しております。

個別計画は、地域の自主防災会、区長、民生・

児童委員、福祉協議会等の関係者により作成

作業が行われ、個別計画の調査票には、要支

援者の緊急連絡先や医療事情などを明示し、

受けたい支援の内容、そして支援を行う地域

支援者の選定などを行って、要支援者一人一

人の個別計画を作成することにしております。 

   そこで、質問要旨の第１として、災害時に

自力で避難が困難な要支援者に対し、個別計

画の作成が今度自治体の努力義務とされてお

りますが、本町の作成状況と課題、今後の取

組についてお伺いしたいと思います。 

   特に、自力で避難が困難である要支援者の

個別計画100％作成は最大の課題であると思

いますが、関係者の努力にもかかわらず、な

ぜ作成が進まないのか、その理由と課題は何

か分析をし、今後の進め方についてもお伺い

したいと思います。 

   災害は忘れた頃にやってくるとよく言われ

てきましたが、今は、災害は忘れないうちに

毎年のようにやってくるようになりました。

地域における防災意識と住民間の危機意識を

高め、いつ起こるか分からない災害に対し、

要支援者が安心して避難に備える個別計画作

成の必要性がますます高まっていると思いま

す。 

   次に、質問要旨の第２として、個別計画の

具体的作成状況についてお伺いしたいと思い

ます。 

   本町の避難行動要支援者の中で、個別計画

作成に同意をしている要支援者は何名おられ

るのか。そのうち個別計画作成済みは何名登

録されているのか。個別計画の作成状況につ

いてお伺いしたいと思います。 

   特に、自力で避難できない要支援者全員の

個別計画作成に対する町の考えと今後の進め

方についてお伺いしたいと思います。 

   また、個別計画が災害時に機能しているか

についてもお伺いしたいと思います。要支援

者にとって、個別計画が災害時に機能するこ

とは、自らの命を守ることにつながります。 

   2020年、令和２年７月のあの豪雨災害では、

全町に避難指示が出され、町内外の13避難所

に1,081人の町民が避難しました。果たして、

その避難者の中に、個別計画に基づいて地域

の支援者に介助され避難した要支援者はどの

くらいおられたのか。また、安否確認や具体

的避難支援もなく、不安な時間を過ごされた

要支援者はいなかったのかどうか。 
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   ２年前には、町全体で930人の個別計画作成

者が登録されたと伺っております。その方々

の避難行動はどうだったのか。少しでも検証

することが今後の災害の避難対策と個別計画

の作成にもつながるものと考えますが、改め

て町のお考えをお伺いしたいと思います。 

   質問要旨の最後の第３として、防災訓練に

ついてお伺いしたいと思います。 

   町の総合防災訓練のほか、重視をすべき地

域での防災訓練をより重視をして、要支援者

も参加する実践的訓練が大事と考えます。こ

うした訓練によって、これまで災害時に見え

にくい支援、連携を確認し合う場にする必要

もあると思います。地域での防災訓練の現状

と町の今後の考えについてお伺いしたいと思

います。 

   以上、再質問を留保し、私の一般質問を終

わらせていただきます。ありがとうございま

す。 

○漆山光春議長 ３番槙正義議員の一般質問に対

する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ３番槙正義議員の一般質問にお

答えいたします。 

   最初に、物価高騰が続く中、学校給食の現

況と今後の対応、給食費未納問題についてお

答え申し上げます。 

   １点目の物価高騰は学校給食の食材費の値

上げにつながり、給食費値上げ等心配する声

も聞こえるが、本町の学校給食の現況と今後

の対応について申し上げます。 

   現在の学校給食費は、小学生が１食当たり

287円、年間185回の予定で５万3,095円、中学

生は１食当たり329円、年間173回の予定で５

万6,917円となっております。 

   本町では、本年度から保護者の経済的負担

を軽減し、子育てを支援することを目的に、

給食費の半額相当の助成に踏み切ったところ

であります。その結果、年間の保護者負担金

は、小学生で２万6,640円、中学生では２万

8,545円であります。 

   また、保護者の経済的負担軽減ということ

では、要保護・準要保護児童生徒援助費支給

制度により、対象となる児童生徒の学校給食

費につきましては、全額県または町で支給を

行っております。 

   物価高騰に関する学校給食費への影響につ

きましては、例えば、令和３年の２学期に大

豆油１缶18リットルを2,615円で購入してい

たものが、令和４年２学期は4,500円と、その

差は1,885円にも及んでおり、令和３年度の使

用量で換算すると９万8,020円の増額となり

ます。食材も大半が値上がりをしている状況

であり、１食当たりの単価を上げざるを得な

いという状況にあります。 

   そのため、今年度につきましては、前年同

月比や総務省の消費者物価指数を参考に、１

食当たりのおかずの単価について３％の増額

を見込み、給食物資調達業務委託料の増額補

正を本定例会に上程し、食材費の値上げに対

応してまいりたいと考えております。財源は、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を活用することとし、保護者負担を増

額することなく、据え置きたいと考えており

ます。 

   ２点目の町内産食材の現状と課題について

申し上げます。 

   学校給食に使用する町内産食材の割合につ

いて、令和３年度の実績としましては、重量

換算で15.4％でございます。主食用の米は

100％が町内産であり、季節ものではあります

が、サクランボやリンゴ、秘伝豆や長芋、イ

タリア野菜は100％が町内産食材であります。

町内産をできるだけ使用するよう注文の依頼

はしておりますが、町内産が注文数にまとま

らないなどの理由もあり、県内産も含めての
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使用となっているというのが現状でございま

す。 

   ３点目の町の監査委員は令和３年度定例監

査指摘事項として、給食費未納者への個別対

応の強化、収納の在り方について指摘してい

るが、町の受け止めと対策について申し上げ

ます。 

   給食費未納者への個別対応の強化、収納の

在り方について、前年分の未納につきまして

は、分割という方法などで納めていただいて

いる状況でございますが、それ以前の過年度

分につきましては、文書や電話による催促を

行っておりますが、納めていただけない現状

にございます。コロナ禍以前は戸別訪問を行

い収納率を上げておりましたが、令和２年度

以降は戸別訪問の実施を控えていたところで

あります。文書や電話による催促に留まって

いることが、学校給食費の未納金額が増えた

要因の一つと捉えているところであります。 

   物価高騰やコロナ禍による家計の状況の急

変によって安定した収入が確保できないなど

の理由で納付が困難な場合には、分納の方法

や児童手当から特別徴収等について丁寧に説

明するとともに、準要保護などの就学援助制

度の周知など、世帯の状況把握に努めながら

納付につなげていく必要があると考えており

ます。 

   次に、避難行動要支援者の個別計画の作成

状況、個別計画は災害時に機能しているのか

の検証、地域での実践的災害訓練についてお

答えいたします。 

   １点目の災害時に自力で避難することが困

難な避難行動要支援者に対し、個別計画を作

成することが自治体の努力義務とされていま

すが、本町の作成状況と課題、今後の取組に

ついて申し上げます。 

   個別の計画の作成につきましては、ご指摘

のとおり、自治体に対して努力義務が課せら

れているところであり、これは令和３年５月

の改正災害対策基本法の施行により、従来の

作成が望ましいとする位置づけから強化され

ております。 

   令和２年７月の豪雨災害に直面するまでの

本町の取組として、平成27年度から個別計画

の作成に着手しておりますが、令和２年７月

豪雨災害を受け、１人で複数の要支援者をサ

ポートすることは非常に困難で、場合によっ

ては逃げ遅れの要因になり得る、なりかねな

いとの教訓がございました。このため、令和

３年度以降の個別計画作成の説明会では、特

定の人に負担が集中しないように、また、実

効性のある計画づくりを行うため、必ずしも

区長が支援しなければならないということで

はないこと、むしろ多くの役割を兼ねること

が多い区長以外の方々を支援者とする計画の

作成をお願いしているところでございます。 

   こうした呼びかけと防災意識の高まりから、

より一層真剣に計画作成に取り組んでいただ

いておりますが、担い手不足が顕在化し、令

和３年度時点での策定率が84.5％にとどまっ

ている、その要因ともなっていると考えてお

ります。 

   また、個別計画には、災害時の支援を保障

するものではなく、避難支援者は法的な責任

や義務を負うものでもありませんと明記し、

説明会でも申し上げておりますが、支援する

側の皆さんが責任や義務について過大に捉え

ておられる面もございますので、町として、

この点さらに理解を深めていただけるように

努めてまいります。 

   ２点目の本町の避難行動要支援者の中で、

個別計画作成に同意している要支援者は何名

か。そのうち個別計画作成済みは何名か。ま

た、計画は災害時に機能しているのか。その

検証について申し上げます。 

   令和４年度における個別計画の作成は、10
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月末を目途に現在作業に取り組んでいただい

ている最中でありますので、令和３年度の時

点での実績を申し上げます。 

   本町の避難行動要支援者は1,209人で、うち

個別計画作成に同意された方は986人でござ

います。同意率は81.6％です。 

   同意された986人のうち、実際に個別計画の

作成に至ったのは836人で、策定率は84.8％で

ございます。 

   個別計画の策定につきましては、従来、年

度ごとに新規対象者の個別計画を作成する作

業のみだったところ、令和３年度からは、過

去に作成済みの計画についても適時支援者の

氏名等を見直していただくことをお願いする

など、改善を進めております。 

   １点目と２点目において、町の現状と課題

を申し上げましたが、今後の取組につきまし

ては、県内35自治体のうち、令和４年１月１

日現在で、山辺町、西川町、村山市、大石田

町、金山町、高畠町、川西町の７市町におい

て策定率が100％となっているようでござい

ます。こういった自治体の事例を照会し、本

町の課題も踏まえた上で、本町の取組に落と

し込めるか検討しながら、引き続き地域にお

ける協力体制の構築をお願いしてまいりたい

と考えております。 

   なお、８月４日の災害の検証につきまして

は、12番議員の一般質問でも申し上げました

が、自主防災組織がどの程度機能したのかを

聞き取る作業を今進めておりますので、その

過程で確認してまいりたいと考えております。 

   ３点目の町の総合防災訓練のほか、各地

域・町内会において要支援者も参加する実践

的な防災訓練が重要と考えるが、防災訓練の

現状と町の考えについて申し上げます。 

   町では、個別計画の策定に当たり、ふだん

からの見守り活動やコミュニケーションを図

ることが大事であるとお伝えしておりますが、

議員ご指摘のとおり、要支援者も訓練に参加

していただくことは、地域の方々と面識を持

つ意味でも非常に大事なことであると考えて

おります。実際に、令和３年度、令和４年度

の水防訓練では、可能な限り対象地区内の要

支援者も参加してもらえるよう呼びかけをし、

参加をいただいたところであります。 

   各地域・町内会において訓練をされる場合

には、要請に基づいて防災専門員が支援させ

ていただいておりますけれども、その際、要

支援者の参加、これが困難な場合には、せめ

て要支援者のご家族の方が参加できるような

訓練について助言してまいりたいと考えてお

ります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   ここで議長から申し上げます。 

   ３番槙正義議員の一般質問の途中ですが、

ここで昼食のため午後１時まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時５０分 

     再 開  午後 １時００分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   ３番槙正義議員の一般質問を続けます。 

   再質問に入ります。 

   「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） 答弁ありがとうございま

した。 

   少し再質問をさせていただきます。 

   私は、物価高騰が続いておりまして、学校

給食の食材への影響も広がっておりますので、

学校給食の値上げ問題に波及するんではない

かということで、私は今回の一般質問につい

て、１つの問題として本町の取組についてお

伺いをしたところでございますが、事前に物

価高騰の食材価格の値上がりについて、給食

物資調達業務委託料を当初予算に３月までを

想定して増額補正をして、そして国のいわゆ

る地方創生臨時交付金を使って保護者に影響



 - 75 -

ないようにするということで、既に９月定例

会に議案として提起をしているところでござ

いますので、大変私としてもタイミングのい

い適切な私は提起だなということで、これか

ら本会議の議事にそういう立場で私も臨ませ

ていただきたいというふうに思っております。 

   そこで、ちょっと前後しますけれども、食

材の高騰に続いておりまして、本町の給食の

運営、現実的な運営についてどのような影響

が出てきておったのか、出てきていなかった

のか。あるいはいろんな工夫とか、やりくり

をしているのか、その現況について。 

   また、給食センターの給食主任者会議とか、

献立検討会なども行われると思いますけれど

も、そうした中でのこうした課題についての

検討などが話題になっていたのかどうかとい

うことをお伺いしたいと思います。 

○漆山光春議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 現状の物価高騰により

まして、食材の導入するときには一つ一つの

単価が上がっているというような状況にあり

ます。そんなことで、当初予算の中での金額、

１年間で使えるものがあるわけですが、それ

を毎月どれぐらい使えるのかというようなと

ころで12等分しながら計画を立てているわけ

ですが、途中途中の中で、いわゆる先食いと

いいますか、そういったところも食材につい

てはしなければならない状況の中で対応して

きたことがあります。そういったことも含め

て、この９月定例会で増額の補正をというこ

とであります。 

   やりくりということでは、生の物、単価が

高いということで冷凍食品で代用したりとか

というようなことの対応もこれまではやって

きたということであります。 

○漆山光春議長 「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） そういう意味で、学校給

食の現場でも相当様々な工夫をされていたと

いうことで、そういう状況を先取りして執行

部の皆さんが、今回のいわゆる学校給食食材

物価高騰対策ということで増額補正を提起を

されたということだろうと思っておりまして、

その点は大変私も同意をさせていただきまし

て、タイミングが非常によかったというふう

に思っているところでございます。 

   今回の具体的な補正内容については、補正

予算の審議の質疑の中で出てくると思います

が、この増額補正を今回行った金額というの

は、例えば、小中学校でそれぞれ１食にした

らどのくらいの値段になるか教えていただけ

ませんか。 

○漆山光春議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 １食当たりの単価とい

うか、値段でありますけれども、小学生の１

食当たりが今287円、中学校が１食当たり329

円でありますが、そのうち主食といいますか、

ご飯、時には麺とかパンもありますが、それ

に牛乳代、主食と牛乳代で約半分、おかず類

ということではその半分の金額になっており

ますが、その半分の金額のおかず代のうち、

小学生であれば５円相当、あるいは中学生で

あれば６円相当、おかず代の約３％というこ

とでの値上げ分ということでの増額補正の積

算であります。 

○漆山光春議長 「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） 総務省の物価動向を受け

まして、その３％程度の値上げということを

想定してこの増額補正をされたということだ

と思うんですが、もしその物価の高騰がこれ

以上になった場合には、またこういう増額補

正をされるということになるんでしょうか。 

○漆山光春議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 増額については、３月

までを見越した中で増額補正して、やりくり

できるだろうというような数字でご提案を申

し上げたいということでありますし、なお、
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今後の状況について、想定、想像もつかない

ような状況であれば、またそこは補正が必要

かどうかは改めて検討にはなると思いますが、

現時点では３月、今年度いっぱいやりくりで

きるという想定の中での対応を考えていると

ころでございます。 

○漆山光春議長 「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） 分かりました。こまい具

体的なところは補正予算の全体の審議の中で

質疑をさせていただきたいと思います。 

   そういう意味では、皆さんが心配している

食材費の高騰について、本町としては増額補

正をして万全を期していくということでござ

いますので、私もそういう立場で、先ほど申

し上げたように、議論、質疑に、あるいは決

議、討論に参加をさせていただきたいという

ふうに思いますので、今後とも学校給食が安

定したもので、楽しい学校給食になりますよ

うに本当にお願いしたいというふうに思って

おります。 

   そこで、私も学校給食の現況について、少

し、一二、お伺いしたいと思いますが、山形

県の学校給食の現況なんかを見ますと、本町

の小中学校の１食当たりの給食費の値段が、

県平均よりも、小学校で11円ちょっと、中学

校では９円60銭程度高いわけですけれども、

これは許容の範疇ということで、河北町はそ

れなりの給食の質を行っているということで

理解していいのか、１点でございます。 

   あと、もう一つは、今年度スタートいたし

ました８つの市と町で出資をしました山形共

同炊飯施設でご飯を炊いて各学校に供給をし

ているところでありますが、小中学校生の反

応と、それから、今までパン屋さんで炊飯し

ておったのと比べると、どの程度の経費節減

になっているか、お伺いしたいというふうに

思っております。 

○漆山光春議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 300円前後の１食当た

りということで、小学校は287円、中学校は329

円というところであります。県内の状況につ

いても300円前後のところでありますけれど

も、多少の十数円等の違いはありますが、河

北町においては、できるだけ河北町の町産食

材、あるいは県産食材といいますか、地元の

旬のものを提供していきたいという考えで値

段設定を、結果的にはその食材の積み上げと

いうことでの値段設定にはなりますが、設定

した単価、値段で給食センターで努力をして

やりくりをしているという現状でございます。 

   なお、この４月から米飯給食については、

８市町によって山形市で合同での炊飯施設が

オープンしました。もちろん河北町の米を使

って、その河北町の米を炊いていただいて各

小中学校に提供しているところでございます

けれども、本当においしく頂いているという

ことでの声は聞いているところでございます。 

   ただ、若干といいますか、距離的なところ

もありまして、配送に、山形から出発して河

北町を経由してというようなところもあって、

時間的なところでは多少大変なところはある

ようにお聞きしておりますが、小中学生の口

に入るときには、本当に熱々のというところ

まではいかないようでありますが、おいしく

頂いているということで好評を得ているとい

うふうに思います。 

   価格的にも負担金ということで行っており

ますので、全体的な施設の経費、維持経費、

あるいは今後の負担金のということでは、状

況といいますか、今後このように１食当たり

といいますか、これまでの委託料とどう違っ

てくるのかということでは、今のところ大差

なくということではありますが、金額よりも

おいしく頂いているという評価をいただいて

おります。 

○漆山光春議長 「３番槙正義議員」 
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○３番（槙正義議員） そうしますと、パン屋さ

んで炊飯しておったときと、それから、８つ

の市と町での共同炊飯施設で数か月たつと思

うんですけれども、経費について、どのくら

い経費がどうだというのは具体的にまだ持ち

合わせていないということでいいんでしょう

か。 

○漆山光春議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 負担金として支出はし

ておりますが、初年度、２年度、３年度と負

担金の金額が変わってまいりますので、現在

というところでは、２年度、３年度との比較

というところでは持ち合わせておりません。

トータル的に数か年見るときにはということ

にはなるのかとは思いますが、今後、少し状

況を見定めたいと思っております。 

○漆山光春議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午後１時１３分 

     再 開  午後１時１４分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 失礼いたしました。 

   これまで南陽市といいますか、高畠町から

の炊飯していただいての運搬の距離から見る

と山形市で近くなったこと、あるいは、共同

で行うということで、今のところ８市町で行

っているところですが、共同で行うことによ

って価格的にもこれまでよりは安くなるとい

うことで、数字的なところは今持ち合わせて

おりませんが、以前よりは安くなるというこ

とでございます。 

○漆山光春議長 「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） 私は、１か月ぐらいでは

あまりあれでしょうけれども、少なくとも二、

三か月経過していますので、全体のいわゆる

負担とどうだということも、総合的なもので

はなくて速報値的に、いわゆるパン屋さんで

やっていたときの１食当たりと、それから共

同炊飯施設でやったときの炊飯の価格という

のは、速報的に分かっても私はいいのではな

いかというふうに思いますけれども、その点

はどうなんですか。副町長どうですか、分か

んなくてもいいんですか。 

○漆山光春議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午後１時１５分 

     再 開  午後１時１８分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   ここで１時35分まで休憩いたします。 

     休 憩  午後１時１８分 

     再 開  午後１時２９分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 大変失礼いたしました。 

   従来の米飯と現在の炊飯施設からの違いと

いうことでありますが、１食当たり、中学生、

小学生でもグラム数違いはありますけれども、

平均ということにしますと、従来１食当たり

76.23円ぐらいでありました。今の米飯施設で

の価格といたしましては平均しますと62.97

円。ですから１食当たりで13.26円ほど安く減

額なっているという状況になります。 

○漆山光春議長 「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） ありがとうございました。 

   やっぱり速報的にそのぐらいを抑えておい

て、情報提供を厚生文教常任委員会等にお知

らせをして、状況を見守っていくというのが

必要なんではないかというふうに思っており

ます。 

   １点目の物価高騰と学校給食の食材値上げ

等についてはこのくらいにさせていただきま

して、２点目の学校給食に使用する町内産食

材の現状と課題についてお伺いをしたいと思

います。 

   答弁では、学校給食に使用する町内産食材

の割合については、令和３年度については実

績として15.4％であります。 
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   私は、町内産食材の使用目標が、河北町食

育推進会議等によりますと目標値を25％に置

いていると思います。そこで、昨年の12月定

例会の一般質問で質問をさせていただきまし

た。どうしてこんなに低率、低いのかという

ことで一般質問をさせていただきました。 

   令和３年は今ほど申し上げたように15.4％

でありますが、令和２年度について、その回

答の状況ですが、令和２年度の学校給食にお

ける町内産食材の使用率は15.3％と１％低い。

令和２年度というのは、ご案内のように大水

害が起きて、被害が大きかったということで

あってもそんなに差がなくて伸びていないと

いうような状況であります。そのときの回答

として、町産食材の使用向上に向けて安定的

な納入に協力いただけるよう、今月にも町と

生産者、納入組合と話合いを進め実施する予

定であり、町産食材の使用向上に向けて体制

づくりを進めながら、町産食材の使用率向上

と食育の推進に努めてまいりますということ

で、大変立派な回答をいただきました。 

   私が重要視しているのは、25％以上の中の

15.3％、15.4％ということで、極めて低い状

況なんですが、これを打開するために、回答

の後半にありました安定的な食材の納入の協

力していただけるように、出荷体制とか、農

家の皆さんや、あるいは使う側の委託業者と

の関係、ＪＡ、あるいは生産者との関係につ

いて、町が中に入って体制づくりをやってい

きますというような回答があったわけです。

したがって、そのところに私はすごく着目し

ておりまして、この体制づくりについて今ど

んな状況になっているのかということについ

てお話をいただきたいというふうに思います。 

○漆山光春議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 体制づくりということ

ですが、安定供給するために意見交換会を実

施をしております。そのメンバーとしては、

青果物の納入組合、あとＪＡの営農センター

と、実際業務を受けております東洋食品さん

と、町としては給食センターはもちろんです

が、農林振興課の職員も含めて、町の体制と

いう中で、食育計画における使用目標25％と

いう目標はあるわけですが、そのために町産

食材をいかに利活用できるようにするのかと

いうことで意見交換会を、１回目というか、

令和３年度につきましては12月17日に開催を

したところでございました。 

   その中で、具体的な意見などもありまして、

給食での年間の使用あるいは時期が分かるよ

うなお示しをしてほしいというようなことの

青果物組合のほうからは意見等もあり、また、

実際の料理する側、東洋食品さんとしては、

いわゆる大は小を兼ねるといいますか、本来

であれば時間のロスを防ぐために同規格の同

じ物を納入を依頼、お願いをしたいところで

ありますが、大きければ何とか工夫してでき

るであろうというような話合いにもなってい

るところであります。 

   今後もこういった話合いなどを継続しなが

ら、町産食材のできるだけ率を高めていくと

いうことで確認を取っているところでござい

ます。 

○漆山光春議長 「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） そういう協議会的な体制

づくりを始まったばかりというようなお話だ

と思うんですが、私はそういう意味では、町

内産食材の拡大ということで、野菜、果物な

どについて、ふんだんに町には生産している

方がいらっしゃいますので、そういう体制づ

くりだけに労力を費やすということではなく

て、実績に結びついていくような結果が得ら

れるように、やっぱり前向きに検討を進めて

いきたいと。 

   その際に私はいつも思うんでありますけれ

ども、その納入組合というのは町内の八百屋
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さんだそうですが、私は八百屋さんの役割と

いうのも多いと思うんです、調達する側で、

野菜とかですね。最も私は責任があるという

のは、いわゆる給食物資調達業務委託料を委

託されている業者が、町のいわゆる25％以上

町内産食材、そして県もそういう方向ですよ

ね。その業者がしっかりとその認識に立って、

具体的な、いわゆる納入者の八百屋さんたち

にご指導いただくと、そういうやっぱり会議

にも納入委託業者が入って、そして認識を新

たにして町内産食材の拡大を行っていくと、

そういうことが私は大事だと思うんですけれ

ども、いわゆる委託業者がそこの中に入って

いるんですかどうか、お伺いしたいと思いま

す。 

○漆山光春議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 納入業者、青果物の納

入組合は、町内の八百屋さんといいますか、

で構成されておりますけれども、そこに、そ

の人たちが生産者から、あるいは同様にＪＡ

さんも協力体制を取りながら、農家の方から

納入していただけるような努力をしていると

ころであります。 

   実際に東洋食品さん、注文をする側であり

ますけれども、そことの十分な意見交換をし

ながら、できるだけ町産食材を使えるように

ということで情報共有、交換をしながら行っ

ているところではありますが、なかなか時期

的なもの、あるいは規格的なものの中でパー

センテージが伸びていかないというのが現状

のようでありますが、鋭意本当に頑張ってい

ただいているところではあります。 

○漆山光春議長 「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） 時間がないんで、私は委

託業者、今、東洋食品さんという固有名詞を

出されたんで申し上げますけれども、その認

識を、やっぱり町内産食材を使うんだと、そ

ういう認識の中で業務委託をしているんだと。

町とのこの委託関係について、そういう認識

が私はあまり見えない、あるいは希薄なんで

はないかという認識で、つまり八百屋さんた

ちの納入組合だけに頑張れというだけでは、

私は限界があると、そういうふうに思います

んで、ぜひいろいろと努力をいただきたいと

いうふうに思っております。 

   あとは、町の監査委員の関係ですが、後で

資料を頂きました。令和３年度の納入未納状

況について、児童数で12人、保護者で７人と

いうことでありますけれども、これは令和２

年度のやつでありますけれども、令和３年度

については、12人、保護者が７人というふう

に令和２年度になっておりますが、これより

も多いということになっているのか。 

   あとは、もう一つ、学校給食の未納対策に

ついて、未納問題を収納率を上げ、具体的に

仕事をやっているのはどの部署なのか、学校

給食センターの所長なのかどうか、お伺いを

したいと思います。 

   あと、未納対策のマニュアルというのはあ

るんでしょうかということも含めてお伺いを

したいと思います。 

○漆山光春議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 令和３年度末といいま

すか、５月31日になりますけれども、未納と

しては、児童数で12人で保護者としては７人

ということになってございます。これは、そ

の前の年、令和２年度につきましては児童数

で14人と、ここが人数が大きかったところで

ありまして、それ以前、令和元年度等につき

ましては６人、あるいは平成30年度は３人と、

これまでよりも令和２年度以降、人数、未納

者が、滞納者が増えたのかなというような状

況でございます。 

   収納対策につきましては、給食センターを

中心に、電話、文書あるいは戸別訪問等を行

っておりますが、ここ数年といいますか、戸
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別訪問自粛、ちょっとできていないところも

あります。今後につきましては、収納対策を

しっかりとやっていきたいと考えております。 

   マニュアルということですが、特に、収納

についてはしっかりと現年度分を収納するよ

うに、あるいは、未納があれば電話、文書等

で行っていくというようなことで対応してい

るところでございます。具体的なマニュアル、

こうすればというようなことではなく、これ

まで引継ぎ等で行っている中でやっていると

ころでございます。 

○漆山光春議長 「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） あと、通告にはなかった

んですが、これまた監査委員の指摘事項とし

て、学校給食費の支援事業について、給食費

未納対策の観点からいろいろと工夫をしてみ

る必要があるんではないかというご指摘につ

いて、教育長、見ておられると思いますが、

学校給食費の未納対策の観点から検討すべき

ではないかというような私はお話でございま

すけれども、そういうことについてどんな感

想をもっていらっしゃるかお尋ねをしたいと

思います。 

○漆山光春議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 先ほど来から令和２年度に急

増しているというふうな統計でありますけれ

ども、やはり保護者等のいわゆる経済的な状

況等を調べるということが非常に大事なんじ

ゃないかなというふうに思います。あわせて、

児童生徒の生活状況等を鑑みて、経済状況を

把握しながら未納の状況をきちんと捉えて、

そして催促していくというような運びが大事

なんじゃないかなというふうに思っていると

ころです。 

○漆山光春議長 「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） 分かりました。 

   それでは、私の主要な質問でありました個

別計画、避難行動要支援者で個別計画作成状

況について質問をさせていただきます。 

   具体的な問題の前に、今度は自治体がいわ

ゆる個別計画作成が努力義務になったと、そ

ういうことについて、まず、どんな努力義務

についての考え方、本町としての考え方をま

ずお聞かせを願いたいというのが１つ。 

   もう一つは、具体的には令和３年度の個別

計画の状況について回答がありました。支援

制度に同意した986人のうち、836人、84.8％

の個別計画が策定されたというお話もいただ

きました。 

   そうしますと、いわゆる支援制度に同意し

ながらも個別計画を希望している要支援者の

うち150人ほどが令和３年度では策定されて

いないと、そういうことで全部が個別計画作

成されていないということだと思いますが、

いわゆる、なぜ個別計画が作成されていない

のか。８月下旬から10月まで、いわゆる地域

の区長さんや民生・児童委員、自主防災会の

役員の皆さんとか、あるいは場合によっては

福祉協議会の皆さんに入ってもらって、地域

で作成作業をするわけですけれども、何が原

因で全員の個別計画が作成されないのかとい

う検証を行っているのか。その主な要因は何

なのかということで、先ほどお話あったよう

に、同じような人に、形式的に区長さんがな

ることについていかがなものかとか、いろい

ろありましたけれども、主な具体的な要因に

ついて、もっとどういうふうに消化をして、

それで町としてそれをどういうふうに分析を

して、現地の作業にフィードバックをしてい

るか。 

   あと、具体的な作業の手順、いわゆるマニ

ュアル的な、いわゆる現場では素人、正直言

って、精通している方もいらっしゃいますけ

れども、その作業について非常に戸惑いを受

けながら努力をされている区長さんや自主防

災会の役員、民生・児童委員の皆さんがいら
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っしゃいます。そういう方に、手順とか考え

方、そういうものについて、マニュアルとい

うものを示して具体的に、やっぱり全員の個

別計画作成を位置づけていくべきではないか

というふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 まず、１点目いただきま

した個別計画努力義務、昨年の５月施行にな

りました法改正に伴って努力義務になったと

いうところでございます。 

   これに対する町の考え方としましては、従

前より、本町では平成27年度以降ということ

になりますが、個別計画作成について望まし

いとされていた頃から取り組んでまいりまし

たので、法改正になって位置づけとしては一

段上に上がったわけですけれども、なお引き

続き取り組んでいく決意といいますか、覚悟

を改めて持っているというところでございま

す。 

   ２つ目でいただきました個別計画策定され

ないこの理由という部分につきましては、先

ほどちょっと答弁にございましたように、外

的要因となるかもしれませんが、どうしても

担い手不足の顕在化というものが一つ挙げら

れるというふうに考えます。 

   また、もう一点は、これも支援される方々

の責任や義務という部分につきまして、やや

過大に受け止められているケースもあるのか

なというふうな受け止め方をしております。 

   これに対する検証ということでありますけ

れども、議員ご質問いただいておりますよう

に、県内には個別計画の策定率が100％に達し

ている自治体か現にございますので、そうい

ったところの取組を学んでみるということも

一つの方法として出てくるのかなというふう

に考えているところです。 

   そのアプローチの仕方としましては、まず

１つは、やり方の改善点というのがあるのか

どうか。例えば、庁内のほかの部署との連携

であったり、町外の各種団体との連携であっ

たりも考えられるかもしれませんし、計画策

定率を上げるための何かしらのシステムを導

入しているところもあるかもしれない。こう

いったことも事例として学んでまいりたいと

考えております。 

   あとは、内容についての見直し点というの

もあるかというふうに思っておりまして、そ

もそも要支援者の範囲というものは自治体ご

とに細かい定め方は異なっております。本町

よりも対象を幅広くしている自治体もあるか

もしれませんし、狭くしている自治体もある

かもしれない、こういったところもきちんと

調べてまいりたいと思いますし、個別計画の

内容につきましても、記載内容につきまして

も、災害対策基本法の中で必ず設けなければ

いけない項目もございます一方、必ずしも義

務ではない項目もございます。ですので、個

別計画の内容そのものも各自治体において異

なるものではないかというふうに考えており

ますので、こういったことも比較検討してま

いりたいと、このように考えているところで

ございます。 

   最後のご質問かと思いますが、区長さん方

が大変苦労なさっているのは私どもも十分認

識しております。町の対応としましては、マ

ニュアルということではなく、例年、毎年３

回に分けまして説明会を開催しまして、そこ

に区長さん方、あるいは民生・児童委員さん

方にお集まりいただいて説明をさせていただ

いているところでございます。今年度も実際

に実施しましたが、やはり皆様方から様々な

意見をいただきますので、そうした意見をい

ただく中で、翌年度といいますか、内容を見

直しして、改善のアイデアをいただくご意見

などもございますので、そういったものも大

事にしながら、少しでも100％に近づくよう努
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めてまいりたいと、このように考えてござい

ます。 

   以上です。 

○漆山光春議長 「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） ぜひ現場で、８月中旬頃

から避難行動要支援者の同意した人の名簿が

確定をして、現地に下ろされるんだと思いま

す。そして、お盆過ぎから10月いっぱいにか

けて個別計画を作成をするということでしょ

うから、ぜひ町のほうで、地域で交代をして

作成する人がたくさん出ておりますんで、必

ずしも精通している人だけでありませんので、

今お話あったようなことをしっかりと現場に

寄り添って、やっぱりやっていただくように

お願いをしたいと思います。 

   さらに、防災訓練について申し上げますけ

れども、やっぱり現地のところでも防災訓練

について、障がい者の方や、あるいはご高齢

の方も参加をして、避難訓練のやっぱり実質

的な訓練ができるようにすべきだと。今、地

域では、私のところも含めて見ていると、健

常者が中心の避難訓練が多いようであります

から、そうしたことで努力を、指導をお願い

したいということをお願いして、私の一般質

問を終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

○漆山光春議長 以上で３番槙正義議員の一般質

問を終わります。 

   ここで２時５分まで休憩します。 

     休 憩  午後１時５３分 

     再 開  午後２時０４分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   一般質問を続けます。 

   次に、10番木村章一議員の一般質問を行い

ます。 

   「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 一般質問を行います。 

   質問事項の１は、子育て応援として、小中

学生の給食費は今年度より現行の半額からさ

らに無料に引き下げてはどうか。 

   また、谷地高生には割安の昼食弁当を届け

るために町が支援をしてはどうかということ

についてであります。 

   １点目は、河北町の子育て応援の取組とし

て、小中学生の給食費を、今年度より取り組

んだ現行の半額支援に、近隣市町の給食無料

化の取組が進んでおり、河北町でもさらに踏

み込み全額支援の無料にすべきことについて

であります。町長、いかがでありましょうか。 

   ２点目は、今年度から既に取り組んでいる

白鷹町の県立荒砥高校と県立寒河江高校に学

んで、谷地高の魅力アップの戦略の一つとし

て、町が弁当代金の一部を支援して谷地高生

に割安の昼食弁当を届けられるように支援し

てはどうかということについてであります。

いかがでありましょうか。 

   次に、質問事項の２であります。 

   ８月４日の最上川増水で、槙川に排水機場

設置の緊急性が再確認されましたが、排水機

場設置の検討はどのように進んでいるでしょ

うか。 

   また、当面の対策として、槙川の管理道路

への大型土のう設置などの取組はどうなって

いるでしょうか。 

   １点目ですが、槙川に排水機場設置の取組

はどのような状況で、今後どんな取組が必要

と考えているでしょうか。 

   ２点目であります。 

   槙川の管理道路をかさ上げするか、大型土

のうを積むような当面の対策は、いつまでに

どのように取り組まれるのでしょうか。 

   ３点目ですが、当面は田井集落に洪水が流

入した場合に備えて、集落の低いところ、最

上川が増水したときに閉められる手動の水門

のところに、相当な能力の排水ポンプと発電

機を配置すべきではないかということであり
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ます。いかがでしょうか。 

   質問事項の３は、押切地区の排水機場は、

排水がたまる堤防から３メートル以上も低い

池から本流に排水する構造となっています。

そのため、排水機場の能力に見合う能力の排

水ポンプと発電機が必要ではないかというこ

とであります。 

   １点目ですが、８月４日の増水では、町で

準備している排水ポンプの能力が足りず、消

防ポンプ６台が一緒に排水していましたが、

それでも足りませんでした。排水ポンプと発

電機を、排水機場の能力、１分当たり45トン

排水の能力に見合う能力にすべきではないで

しょうか。今回、これまでで初めて国交省の

排水ポンプ車が排水応援に来ましたが、いつ

でも当てにできるわけではありません。 

   ２点目は、押切の排水機場を本来の構造と

して、排水がたまる池を吐出水槽、吐き出し

水槽として機能するようにすべきではないか

ということであります。いかがでしょうか。 

   質問事項の４は、荒小屋排水機場の課題解

消の取組状況はどうかということについてで

あります。 

   また、堤防の漏水が心配される白水川堤防

の改良作業の進捗状況はどうでしょうか。 

   １点目ですが、荒小屋排水機場の低過ぎる

吐出水槽、吐き出し水槽の改良工事や配電盤

を水没させないための工事は、どの部署がい

つ頃までに取り組むのでありましょうか。 

   ２点目は、今回も漏水があった最上川との

合流点に近い白水川の堤防は調査作業などが

着手されているようですが、この先どんな予

定で漏水を止めるどんな工事が実施されるの

かということについてであります。 

   以上、森谷町長の答弁を求めます。 

○漆山光春議長 10番木村章一議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 10番木村章一議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、子育て応援として、小中学生の給

食費は現行の半額から無料にし、谷地高生に

は割安の昼食弁当を届けるために町が支援を

してはどうか、この点についてお答えいたし

ます。 

   まず、１点目の小中学生の給食費を現行の

半額から無料にすることについてでございま

す。 

   現在の学校給食費につきましては、小学生

が１食当たり287円、年間185回の予定で５万

3,095円、中学生は１食当たり329円、年間173

回の予定で５万6,917円となっております。 

   令和４年度から保護者の経済的負担を軽減

し、子育てを支援することを目的として、給

食費の半額助成に踏み切りました。年間の保

護者負担金は、小学生で２万6,640円、中学生

では２万8,545円という状況になっておりま

す。 

   学校給食費の無償化につきましては、さら

に約3,500万円程度の財政負担を要するとい

うふうに試算されますが、子育て支援の重要

な柱であると考えております。今後、財源確

保の見通しも踏まえながら、子育て支援施策

全体の中で優先順位を考えながら検討してい

くべき課題と考えております。 

   あわせて、学校給食の無償化については、

基本的に国策として子育ての支援から検討す

べき課題であるというふうにも考えておりま

す。そういった意味から、国や県に対しまし

て、学校給食の無償化実現、自治体に対する

財政支援についても要望していく必要がある

と考えております。 

   ２点目の谷地高の魅力アップ戦略の一つと

して、町が弁当代の一部を支援して谷地高生

に割安の昼食弁当を届けられるように支援し

てはどうかという点でございます。 
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   私就任してから、谷地高の魅力アップ、あ

るいは小中高の連携、そういったことも含め

て、谷地高の魅力づくりを念頭に、教育長に

も入っていただいて、谷地高の校長先生、河

北中の校長先生、様々な面で学校の取組状況

なり、校長先生のお考え方なり、毎年意見交

換をする機会をつくらせていただいておりま

す。その中で、前校長先生でございますけれ

ども、谷地高生の昼ご飯について、もっとい

ろんなバリエーションの中から高校生が食べ

られるような、そういった事業所がやっぱり

ないですかねと、あるとありがたい、学校と

しては、生徒としてはうれしいんですけれど

もねというような、町に対する支援の要請と

いうよりは、よりバラエティーのある高校生

の昼食の選択肢が広がるような、そういった

ことがあればというようなお話も意見交換の

中で出た記憶がございます。 

   谷地高生が町内の、できれば町内の仕出し

弁当などを利用するということであれば、町

内の産業の活性化にもつながるというふうに

も思っております。 

   一方、谷地高への支援ということでは、昼

食への支援というよりは、経済的な財政的な

支援というよりは、むしろ地域と一緒になっ

た魅力的な教育あるいは発信が重要であると

いうような意見も意見交換の中では出ている

ところであります。 

   本年度の県内高校の入学数を見ますと、谷

地高は定員80名に対し73名と定員に対して

91.2％。県内で定員を大きく下回る高校、特

に郡部の高校が苦戦している中では検討した、

谷地高は検討しているというふうにも考えて

おります。そういった中で、入学者のうち、

地元河北中から今年は33名、45.2％を占める

進学生がおりました。産官学の連携のかほく

探求実践プロジェクトでの谷地高生の活躍、

中高生一緒に練習しているカヌー部の活躍、

地域でのボランティア活動など、地域におけ

る谷地高生の活躍が河北中生にも届いている

ことが大きな要因となっているのではないか

というようなことは、河北中サイドからもい

ただいております。これからも中学生が高校

生にあこがれを持つ活動を大いに推奨しなが

ら、魅力づくりということでは、その取組を

支援してまいりたいと考えております。 

   質問の谷地高における昼食について何がで

きるか、町内事業者で意欲のある方がいらっ

しゃるのか、どのような形で実現できるのか。

十分学校側の考え方もお伺いしながら、単一

のメニューのものでいいのかというようなこ

と、いろんな現場での需要もあるかと思いま

す。いずれにしても、事業として継続できる

対応というものがどういった形がいいのか、

まずは学校側とさらに議論といいますか、意

見交換会を深めていくことが大事かなという

ふうに思っております。 

   次に、８月４日の最上川の増水で槙川に排

水機場設置の緊急性が再確認されたが、検討

はどのように進んでいるか、この点について

申し上げます。 

   当面の対策として管理道路への大型土のう

設置はどうなっているか、この点について申

し上げます。 

   まず、１点目、槙川への排水機場設置の取

組の状況に関してでございます。 

   ８月３日からの先般の大雨による警戒活動

につきましては、国土交通省や県から提供さ

れる水位情報、気象庁が提供するキキクル、

いわゆる警報の危険度分布、職員による災害

発生のおそれがある危険箇所のパトロール、

水防団から送っていただく現地の画像により

得た情報により状況を把握し、警戒を行いま

した。 

   槙川の警戒については、最上川の水位上昇

とともに、最上川からのバックウオーターが
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予測されたことから、水防団の現場配置や県

で所有する排水ポンプの出動を要請して対応

に当たりました。結果的に、槙川樋門を閉鎖

するという状況には至りませんでしたので、

配置していた排水ポンプを稼働する必要はな

く、念のため現場に待機し続け、さらなる最

上川本川の水位上昇に備える状況でありまし

た。 

   槙川につきましては、令和３年５月に国土

交通省東北地方整備局長、国土交通省山形河

川国道事務所長、山形県県土整備部長宛てに、

槙川における河川支障木の除去や河道掘削の

対策を講じることや、国、県が連携し内水氾

濫防止のための排水機場の設置を強く要望し、

また、西村山地方重要事業要望としても、今

年８月29日の要望において、槙川への排水機

場設置の早期着手など、恒久的な対策を重点

項目として強く要望してまいったところであ

ります。 

   引き続き、浸水被害の解消を図るための恒

久的な治水対策の早期位置づけについて、地

域住民ら関係者の方々とも連携し、早急かつ

着実に実行していただけるよう粘り強く要望

してまいります。 

   ２点目の槙川の管理道路をかさ上げするか

大型土のうを積むような、当面の対策はいつ

どのように取り組まれるのかという点につい

て申し上げます。 

   氾濫のおそれがある地域も含めて１つの流

域として捉え、国、県、市町村、企業や住民

など、あらゆる関係者と協働して取り組む流

域治水の考え方に立ち、流域全体で水害を軽

減させる取組を進める必要がございます。 

   河川管理者である国や県が主体となる排水

機場の設置については、継続して強く要望し

ていくとともに、ハード事業と併せて、洪水

時の水位を低下させるための河道掘削、県土

地改良区と連携し、地域の方々の理解の下、

水田の雨水貯留機能を活用した田んぼダムの

取組を組み合せた治水対策が重要であり、水

害による被害を軽減させる有効な取組につい

て、国、県、地域とともに検討していく必要

があると考えております。 

   ３点目、当面、田井集落に洪水が流入した

場合に備えて、集落の低いところに相当な能

力の排水ポンプと発電機を配置すべきではな

いか、この点について申し上げます。 

   令和２年７月豪雨災害では、幸いにも人的

被害はございませんでしたが、田井、杉の下

地区では槙川の内水氾濫により、床上浸水が

27棟、床下浸水が44棟被害を受けました。 

   集落の低いところに排水ポンプを事前に設

置することについては、最上川本流までの排

水経路の確保、浸水しない高さへの発電機の

設置、排水ポンプ操作員自身の安全性の確保

といった解決すべき課題をクリアする必要が

ございます。 

   次に、押切地区の排水機場は排水がたまる

池から本流に排水するため、排水機場の能力

に見合う能力の排水ポンプと発電機が必要で

はないか、この点についてお答えいたします。 

   １点目、８月４日の増水では、準備した排

水ポンプの能力が足りずに消防ポンプ６台が

一緒に排水していたが、排水ポンプと発電機

を排水機場の能力に見合う能力にすべきでは

ないか、この点について申し上げます。 

   このたびの押切の下釜排水機場周辺での水

防活動では、町単独では消防ポンプ自動車１

台、小型動力ポンプ５台による応急排水活動

と、町が所有する排水ポンプ２台による排水

作業を行ったところであります。当日配置し

た消防ポンプによる排水量は毎分約７立方メ

ートル、町所有の排水ポンプは１台当たり毎

分２立方メートルであり、毎分11立方メート

ルの排水作業を行っていた計算になります。 

   既存の下釜排水機場の排水能力は毎分45立
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方メートルでありますので、今回の装備での

排水活動だけでは十分ではありませんでした

が、国土交通省から毎分60立方メートルを処

理する排水ポンプ車の派遣を要請し、それが

かないましたので、一時貯留するための釜場

からの内水氾濫を防止することができました。 

  なお、国、県からの排水ポンプ車の派遣につ

いては、必ず応えていただけるとは限りませ

んので、下釜排水機場の恒久的な内水氾濫対

策について、昨年度、排水処理基本調査業務

を委託して比較検討を行いました。 

   調査内容は、排水機場の釜場から最上川本

流への排水方法として、排水ポンプによる排

水、既存排水機場を活用し吐出水槽を設置す

る排水、排水ポンプ車による排水、この３つ

を検討したもので、排水ポンプによる排水に

ついては、有効な電源の供給方法も含めて調

査したものであります。現在は、それぞれの

イニシャルコスト、ランニングコスト、この

両方を見据えながら、財源も含め、恒久的な

対策として実現可能な対策の検討をしている

状況にあります。 

   ２点目の本来の構造として、排水がたまる

池を吐出水槽として機能するようにすべきで

はないか、この点について申し上げます。 

   先ほど申し上げました排水処理基本調査に

よりますと、既存排水機場の能力では、堤防

を越えて最上川本流に直接排水するためには

能力が不足し、十分な排水量を確保できませ

ん。そのため、既存排水機場の排水機能を増

強した上で、排水樋管や吐出水槽の設置が必

要となってまいりますので、１点目で申し上

げましたとおり、どういった排水手法が現実

的な対策となるのか検討してまいります。 

   次に、荒小屋排水機場の課題解消の取組状

況はどうか、漏水が心配される白水川の堤防

の改良作業の進捗状況はどうか、この点につ

いて申し上げます。 

   まず、１点目、排水機場の低過ぎる吐出水

槽の改良工事や配電盤を水没させないための

工事、これは、どの部署がいつ頃までに取り

組むのかという点であります。 

   東根土地改良区が管理しております荒小屋

排水機場は、計画排水量が毎秒1.75立方メー

トルのポンプ能力で、農地湛水防止と併せて、

荒小屋集落の浸水防止を目的とした施設であ

ります。河川管理施設等構造令による基準で

は、排水機場の吐出水槽の天端高は、排水機

場を横断する堤防の天端高以上とされている

ところですが、最上川と白水川の堤防のかさ

上げ等を行ってきた結果、吐出水槽の天端高

が本川の計画堤防高より1.58メートル低くな

っているという現状がございます。 

   吐出水槽の改良工事や配電盤を水没させな

いための工事については、施設管理者である

東根市土地改良区が施工することとなります

が、吐出水槽の現状については山形県とも課

題意識を共有しており、今後、東根土地改良

区と協議を重ねながら調査、検討していくと

のことであります。 

   ２点目の今回も漏水があった白水川の堤防

は調査作業などが着手されているが、この先

どんな予定で漏水を止める工事が実施される

のか、この点について申し上げます。 

   白水川の水位が上昇することによって漏水

が発生する箇所は、県においても重要水防箇

所として位置づけられております。国、県と

水防管理団体である町が合同で行う点検の実

施や災害発生のおそれがあるときの監視、警

戒の対象となる箇所であります。町といたし

ましても、当該箇所の漏水対策や漏水箇所の

課題解消のため、継続して要望活動を行って

きたところでございます。 

   県では、荒小屋地区の堤防強化に向け、白

水川に配分される国の防災・減災、国土強靱

化のための５か年加速化対策の予算枠の中で、
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これまでの調査結果に基づいた工法検討によ

り、今年度実施設計を行い、予定では令和５

年度に地元への事業説明と用地測量調査を実

施し、関係者のご理解をいただきながら事業

着手に向けて治水対策を進めていきたいとの

考えを確認しております。 

   以上でございます。 

○漆山光春議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 再質問いたします。 

   子育て応援として小中学生の給食費を現行

の半額から無料に引き下げるということにつ

いて、町長の答弁は、非常に重要な政策の一

つだと、支援の柱だというふうなご認識で、

私としては、いずれ近いうちに実現するので

はないか、前向きな答弁だと大いに期待した

いというふうに思います。 

   それから、谷地高の魅力アップ戦略の一つ

としての弁当代の一部支援で昼食弁当を提供

してはどうかということであります。 

   これは、例えば、白鷹町の県立荒砥高校、

そして県立寒河江高校も、今年の５月から実

施に取り組んでいるということのようであり

ます。荒砥高校では、税込み750円の弁当を町

が450円支援して、本人300円負担で提供する

などというような取組がなされていて、大い

に喜ばれているということです。 

   私も高校生の子供を持つような父兄の方々

にいろいろと聞いてみましたが、皆さん非常

に歓迎の意向があります。そういうことがあ

ると非常に助かるなという声が圧倒的に多か

ったということもあります。そういう父兄が

子供たちに、ぜひ谷地高を選んで進学させた

らどうだというふうな判断の一つになってい

く可能性も大いにあるんじゃないかなという

ふうにも思います。子供たちがなおそういっ

たことがある谷地高を選びたいという一つの

選択肢としてなっていく可能性もあるんでは

ないかなと思います。 

   ぜひ実現する方向で学校などとも、あと、

高校生方の意見なんかもぜひ聞いてみていた

だいたらいいんじゃないかと思うんですけれ

ども、そういうようなことで、町が谷地高生

のことを真剣に考えていろいろやっていると

いうようなことをアピールできるのではない

かなというふうにも思います。いかがでしょ

うか。 

   次に、槙川に排水機場を早期設置という点

であります。 

   溝延地区に堤防を造るなどということで、

国土交通省の山形事務所ですか、そういうと

ころから直接担当の方々がおいでになって、

その方々と意見を、言葉を交わすという機会

なんかもありまして、直接、堤防のほうなの

で、排水機場の関わりはないんですというこ

とですけれども、話を聞くと、そうすると最

近、ここ数年前に、国交省として排水機場設

置をしないようにと、しないですということ

で何か通達が出ていると、非常にマイナスな

情報ですけれども、そんな話があって、ただ、

ずっとそれを維持するわけでもないのではな

いかなというニュアンスも私ありましたけれ

ども、そんな声がちょっと、なかなか難しい

テーマになっているのかもしれないんですが、

しかし、排水機場を国が設置していかないと

いうことは非常に無理のあることではないか

なと。全国から排水機場欲しいという声はど

んどん出てくるのではないかなというふうに

も思いますので、その辺の情報の確認をしな

がら、なおかつ、それを改めていただくよう

な、そういった取組などが必要なのかなと思

うんですが、これについて町の認識はどうか

ということも含めてお聞きしておきたいと思

います。 

   当面、槙川の洪水対策どうするかというこ
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とですが、１つは、管理道路を高くする、あ

るいは大型土のうを積み上げて、それで槙川

からの溢水が田井集落のほうに行かないよう

にする、そのハードルといいますか、高さを、

水位を上げていくということはまず必要なん

ではないかなというふうに思うんですが、こ

れについてはちょっと答弁が、具体的な答弁

ないので、もっと別な取組、水位を下げる、

最上川本流とか、それから、槙川の河道掘削

をして水位を下げていくというような取組だ

けですが、やっぱり幹道のかさ上げなども必

要なんではないかと思うんですが、いかがで

しょうか。 

   それと、２年前の洪水のときをイメージし

たときに、あふれてきてしまった水をどうす

ると。今、この間の８月４日の日には、県の

ポンプが来て槙川の本流から排水しようと、

閉めたら排出しようというようなポンプを配

置していただきましたが、そこも必要ですが、

谷地工業団地のところに排水ポンプを設置し

ました。あれと同じような考えで、集落のほ

うに溢水してきた水を、あふれてきた水を排

水する具体的な場所としては、クサカベ酒店

さんの倉庫があるんですが、そこのところに

水路が深くなっていて、そこから最上川に水

が日常的には流れていくんで、洪水時はその

出口側を閉めるという水門があるんですが、

そのところに排水ポンプを入れると、そうす

ると堤防の上に発電機とか何か、あと作業す

るスタッフもおれますので、安全に排水でき

るんで、そういった排水をポンプなんかも考

えておかないといけないのかと。 

   一番は、直ちに、早急に、槙川排水機場が

設置されることですが、それまでの間、そう

いったことも必要なんではないかということ

です。もう一度お聞きします。 

   それから、押切地区の排水機場、下釜排水

機場ですが、能力が足りないという……。 

○漆山光春議長 木村議員に申し上げます。一問

一答方式ですので、（「そうですか」の声あり）

はい、よろしくお願いします。（「はい。じゃ

あそこまで、あれしてください」の声あり） 

   「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 ちょっと私も頭の中整

理しながらなんですが、まず、国土交通省の

ほうで、排水機場、そちらの設置について、

なかなか本川から支川とのつなぎ目の排水機

場の設置についての取組のほうが近年変わっ

たというような部分の詳細についてご説明申

し上げます。 

   それにつきましては、平成14年４月23日の

通達によるもので、本川の河川管理者は、支

川管理者の計画作成に当たったこういった内

水処理のための排水機場の計画をする際には、

支川処理の手法に合わせて効果的な、あるい

は経済性を十分に検討する必要がある中で、

その排水機場の整備に当たっては、本川に流

入する内水川の対策の対応での施設として対

応してくださいというような通達です。いわ

ゆる本川、要するに最上川が本川だとすれば、

支流、国のほうではなく、県のほうで排水機

場の設置を整備、整備の方針をちゃんと固め

て内水処理を考えてくださいというふうに置

き換えられるわけですけれども、そういった

通達が平成14年の中でありまして、それ以降

は、基本的に排水機場の設置については、支

流のほうの河川管理者がする必要性が出てき

たと。これは国全体での考え方になっており

ます。 

   以上です。 

○漆山光春議長 はい、どうぞ。 

○須藤俊一都市整備課長 あと、あわせて、槙川

の土のうとか、そういった堤防かさ上げとか

というような形の話もございました。 

   そうした中で、今現在、県のほうでの取組

はといいますと、まずは河道掘削、支障木伐



 - 89 -

採というようなことで、能力の向上、既存の

河川のほうをしつつ、あとは、いろいろ流域

全体で、今、田んぼダムのほうの試験的な取

組なども今後進まるというようなところまで

いろいろ調整進んでいるようですけれども、

そうした流域全体で下流域へのそういった流

入を幾ばくか少なくするといった部分も大変

重要なことだと思います。 

   それと併せて、やはり今現状的には排水機

場の見通しが立たない。上流から下流のほう

へ大雨が来れば水位が上昇してしまうと。今

回は水門は閉めなくて何とかなりましたけれ

ども、いざ水門をとめてしまえば、当然合流

地点のほうでは２年前のような、そういった

水害、浸水被害などもあり得ますので、そう

した部分は、やはり河川を管理する方々、国

も県も、併せてやっぱりその河川に流す方々、

流域全体の方、そういった方、いろんな形の

取組の中でやはり意見交換をした中で、下流

域の不安解消に向けた取組をどのようにすべ

きか、そうした部分は非常に大切な議論にな

ってくるかと思います。 

   そうした思いを、町のほうでも県のほうに

そうした意見交換の場を用いながら、ぜひ不

安解消のための取組を少しずつ進めていくべ

きではないかと。ぜひ県のほうも指導してい

ただきながら、そうした意見交換を進めてい

ただきたいと。そうしたことも進めながら、

少しずつ治水強化に結ばれるように、町とし

ても粘り強く進める必要があるかと思います。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 ご質問の中で、谷地工業

団地に水中ポンプを設置したと同じ考えにお

いて、クサカベ酒店、こちらは田井地区にあ

るクサカベ酒店さんと承知しておりますが、

こちらの倉庫、こちらのほうから水を排水す

る仕組みをすべきではないかというご発言と

いうふうに承ったところでございます。 

   今のところ、私どもといたしましては、こ

の段階で当地の対応としては、復旧の遅れと

いいますか、いつまでも水が引かない、いつ

までも水がたまったままだという状態でした

ら、そこから水をくみ上げて、これを排水す

るという方法については考慮しなければなら

ないという考えでおりますが、ご提案いただ

きましたように、水中ポンプをもう置くとい

う部分において、町長答弁の中では、浸水し

ない高さへの発電機の設置であるとか、排水

ポンプ操作員自身の安全性の確保といった部

分、クリアすべき問題ということでご提示を

させていただきましたが、これに対する議員

のご意見としては、それは堤防の上に置けば

いいだろうというご意見なんだというふうに

承ったところでございます。 

   そういったところも含めまして、田井地区

にポンプを置くことの是非という部分につき

ましては、今後検討課題というふうになって

くるかなという認識でおります。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） すみません、ちょっと

先を急ぎました。 

   谷地高の弁当昼食については、１回答弁い

ただいてのあれだったんですが、もう一歩突

っ込んで、魅力アップという点で既に取り組

んでいる学校もあるんですが、ぜひいろいろ

と話合いをさらにしっかり詰めていって、高

校生の意見なんかもぜひ聞いてみたらどうか

なと思うんです。この辺いかがでしょうか。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 今年の谷地高の校長先生と河北

中の校長先生との話合いはもう終わったとこ

ろではありますけれども、その点、今年は議

題にはなりませんでした。前校長さんの下で

のちょっとご発言だったということです。 

   いずれにしましても、その話合いに限らず、

改めて今日議員からこういうご指摘もあった
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という中で、白鷹の状況、あるいは寒河江の

状況というのも、以前話題になったときには

ない取組でありました。そういったところの

状況なんかも含めて、まずは、生徒さんとい

うよりは、まず学校側のいろんな方々のご意

見もいただいた中で、生徒さんのニーズがど

ういうふうにあるのか、そういったことも含

めて、一つの情報提供として受け止めさせて

いただいて、谷地高における昼食のニーズを

どういうふうに学校現場で捉えていらっしゃ

るか、そこは意見交換というか、改めてそう

いう話をする機会は設けてみたいなというふ

うに思います。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 年に一度そういう意見

交換の機会があって、もう既に終わっている

ということですが、改めてこのテーマなども

含めて意見を交換していただいて、１年遅れ

るとずっと１年後になってしまいますので、

新年度に向けてどうかぐらいの検討テーマに

してはどうかと思うんですが、町長、いかが

ですか。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 もう一回話題にしたいと思いま

す。別に１年に一回しか連絡取れないとか、

そういう関係ではございませんので、はい。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  槙川のほうについては、排水機場早期設置が

第一でありますが、もうしばらくは最上川で

洪水なんて心配しなくていいのかなと思った

ら、２年後にまた来たというような状況もあ

りますから、いつ来るか本当に分からないわ

けで、そのための対策として、槙川のかさ上

げという部分もあるし、さらに２年前にあそ

このところに排水ポンプを置いて、相当強力

な排水ポンプでクサカベ酒店の倉庫のところ

から排水したら水位もっと下げられたかなと

いうようなちょっと思いもありますので、そ

の辺もぜひしっかりと、検討するというよう

なお話ですので、しっかりと検討していただ

ければというふうにもう一度申し上げておき

ます。 

   それで、押切地区の下釜排水機場でありま

すけれども、現状、町が準備している排水ポ

ンプは能力足りないという認識はお持ちでし

ょうか。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 ご質問のとおり、現状町

で所有している水中ポンプだけでは足りない

という認識はございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） さらに、今の堤防を越

えて排水、今の45トンあるあそこの排水機場

のものを直接といいますか、例えば、吐出水

槽を設けて、そこへ一回出してから、その水

位差で水を出していくなどというときには、

45立方メートル１分当たりが著しく落ちると

か、何かそういう認識をお持ちだという先ほ

どの答弁なんでしょうか。確認しておきます。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 大変失礼いたしました。 

   先ほど議員おっしゃるとおり、先ほどの町

長答弁の背景にございますのは、著しく機能

が低下するということに基づく答弁というこ

とでございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 吐出水槽で一定の水位

まで上げて本流の高い水位に、よりもうちょ

っと高くて流してやるとなると、何ですか、

揚程が足りない、その能力が足りないと、そ

ういう認識だというわけですね。そうした場

合にはもうあれですけれども、その辺の判断

も含めて、排水処理基本調査ですが、それを

踏まえての判断というのはいつ頃までにする
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つもりなのか。今の状況では、せっかく形は

整っているんですけれども、いざ内水が大量

に出てきたときなんかは、その能力を発揮で

きないというふうなことになってしまうわけ

ですが、いつ頃までというふうな考えを持っ

ているかお聞きしておきたいと思います。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 ご質問の内水処理手法の

検討という部分におきましては、当初は５つ

の候補を設けまして、その中で比較検討をし

てまいったところでございます。 

   １つは、今、議員話題にしていただいてお

ります吐き出し水槽の設置、こういったこと

も含めて検討してまいりました。現段階の検

討状況といたしましては、現地、押切地区下

釜ということでありますけれども、現地に水

中ポンプを新たに３台固定型で配置しまして、

発電機をもって堤防の向こうを越した形で川

に排出する、最上川に排出するという工法と、

あとは、可動性という部分も尊重したところ

での排水ポンプ車の活用という２つの選択肢

まで絞り込んでいるという、担当課としては

そういう考えでいるところであります。 

   当然、今後さらに町の方針、あるいは優先

順位ということで選択肢を狭めていくという

ことになろうかと思いますけれども、すみま

せん、いつまでという部分につきまして含め

ましても、まだ時期を明言することがちょっ

とまだできません。物が物でございますので、

できるだけ早くという意識は持っているとい

うところでございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 例えば、来年度中ぐら

いにはもう当然結論出ますよとか、今年度中

の問題とか、そういうぐらいなのか、一定の

めどはお持ちだと思うんです。いつまでもそ

のまんま、役に立たないという言い方非常に

失礼ですが、不十分な能力のままに置いてお

くというのは非常に問題なわけで、形だけあ

って当てにしていたけれどもいずれ役に立た

なかったというのは一番と困る状況でもあり

ますので、それの辺はどのぐらいのスパンな

んですか。いつまでかというのをもうちょっ

と詰めてお聞かせください。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 具体性に欠けまして大変

失礼いたしました。 

   めどとして、今年度いっぱいを目標、めど

としまして方針を決定できるように努めてま

いりたいと、このように考えているところで

ございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 了解しました。よろし

くお願いします。 

   それから、荒小屋排水機場のほうでありま

すが、こちらは東根土地改良区が主に実施す

る主体ではあるんだけれども、町としても非

常に関心のあるところだということですが、

こちらもいつ頃までどんなということについ

て、何か話合いとか何かでつかんでおられる

感触といいますか、そんなにゆっくりはしな

いものだとは思うんですが、どんなふうに思

っておられるかお聞きしたいと思います。い

かがでしょうか。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 今回の一般質問を迎え

る前に、我々どもで、まず北村山の河川砂防

のほうへ私からちょっと今の現状についてお

尋ねしてきたところでございます。なので、

土地改良区のほうは別にして、今、県のほう

の置かれている考え方というふうなことでの

ご説明ということでご理解いただきたいんで

すけれども、県のほうでも、先ほど町長が答

弁されたとおり、課題意識を持っていると。 

   そうした中で、既存の吐き出し水槽につい

て、どういう手を加えて解決に至れるのかと
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いうような部分について、今、土地改良区さ

んのほうと河川のほうで調整を含めながら、

その工法検討といいますか、そうした調査を

できるだけ早くその辺調整しながら進めてい

きたいというのが今の現状のようです。なの

で、その結果を待たないと、今後どういう対

策を講じるかという部分はまだ不明確がある

ので、そこの部分まではまだお互いに、県も

改良区も、我々も含め、まだ分からないとい

う状況でございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） そうすると、工法検討

の結論は年度内ぐらいにはもう出そうという

ことなのかどうか、お聞きしておきたい。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 今のところはそのよう

に伺っておりますが、今後の動き次第でちょ

っと、その事業の部分についてはまだ分から

ないわけですから、方向性も今イメージして

いるようなとおりになるかどうかも含めてま

だ分からないもんですから、なかなかここは

不明確なところです。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 白水川の堤防について

でありますけれども、既に調査をやられてい

る、何ですかね、マンホールみたいなのあっ

て、そこ調査した後だよなんていうのは実際

見てまいりました。大分進んではいるんです

が、こちらは、先ほど町長答弁で、今年度中

に実施設計で、来年度には地元へ事業の内容

を説明すると、そこから測量、用地測量など

ということですから、早ければ令和５年度、

遅くとも令和６年度ぐらいに、ちゃんと漏水

が止まるみたいになるようなめどなんでしょ

うか。いかがですか。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 町長答弁にもありまし

たけれども、国のほうの防災・減災、国土強

靱化のための５か年加速化対策、そちらのほ

うは、予算額は県のほうでは令和７年までで

す。なので、今こういった調査を含めた中で、

あくまでも関係者のご理解をいただかないと

できないという実情にはございますけれども、

できるだけ予算枠のある範囲の中で、地元の

協力をいただきながら進めていきたいという

意向のようです。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） そんなところで、ぜひ、

ちょっと項目いろいろありましたが、前向き

な答弁いろいろいただきました。ぜひ子育て

支援をしっかりやれて、安全安心な町にして

いくために、しっかり私も一緒に頑張ってい

ければというふうに思います。 

  以上です。一般質問を終わります。 

○漆山光春議長 以上で10番木村章一議員の一般

質問を終わります。 

   以上で本日の日程は全部終了しました。 

   明日９月９日は午前９時までご参集をお願

いします。 

   本日はこれをもって散会します。 

   お疲れさまでした。 

午後２時５５分  散 会 

 


